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｢結 核 医 療 の 基 準 ｣ 新 l日 対 照 表 (莱 ) l資料1-21

(変更点は下線部で示す (本改正は一部改正)O )

改 正 案 現 行

結核医療の基準

第1 結核医療の一般的基準

1 検査

結核医療を行 うに当たり､適正な診断と治療のために行 う検査は､次に

掲げるとお りとする｡

(1) 治療開始時には､結核菌検査 (結核菌培養検査を含む｡以下同じ｡)

を行い､対象とする病変が結核菌によるものであることを確瓢すると

ともに､単純エックス線検査及び必要に応 じてCT検査を行うo

また､結核菌培養検査が陽性の場合には､必ず薬剤感受性検査を行

うO

(2) 潜在性結核感染症の診断に当たっては､ツベルクリン反応検査又は

リンパ球の菌特異抗原刺激による放出インターフェロンγ試験を実施

するとともに､臨床症状の確認やェックス線検査等によって､活動性

結核ではないことを確認する｡

(3) 治療中は､結核菌検査及びェックス線検査を行い､病状の改善の有

無を確認するとともに､副作用の早期発見のために必要な検査を行 う｡

ただし､潜在性結核感染症の治療中は､エックス線検査を行い､発病

の有無を確認するとともに､副作用の早期発見のために必要な検査を

行 うC

2 治療

結核の治療は､化学療法によることを原則とし､化学療法のみによって

は治療の目的を十分に達することができない場合にはヾ外科的療法又は装

具療法の実施を検討する｡

3 患者-の説明

結核医療を行 うに当たっては､患者の社会的状況を十分考慮するととも

に､確実な服薬を含めた療養方法及び他者-の感染防止の重要性について

理解を得るよう患者に対して十分な説明を行 う｡

第 2 化学療法
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1 化学療法の一般方針

(1) 結核の化学療法は､患者の結核菌が感受性を有する抗結核薬を3剤

又は4剤併用して使用することを原則とする.この際､第1の1の(1)

の薬剤感受性検査に基づき､有効な抗結核薬の選定に努める｡

(2) 化学療法の実施に当たっては､副作用の発現に十分注意し､適切な

薬剤の種類及び使用方法を決定する｡

なお､結核以外の疾患の治療のための薬剤を使用している患者につ

いては､薬剤の相互作用にも注意を要する｡

(3) 受療中の患者に対しては､保健所との連携の下に策定された支援計

画に基づき､薬剤を確実に服用するよう十分指導する0

2 薬剤の種類及び使用方法

(1) 抗結核薬

ア 抗結核薬の種類は､次に掲げるとおりとする｡

(ア)INH イソニアジド
(イ) RFP リファンピシン (又はRBT リフアブチン)

(ウ) PZA ピラジナミド

(エ) SM 硫酸ストレプ トマイシン
(オ) EB エタンブ トール

(カ) LVFX レポフロキサシン

(キ) KM 硫酸カナマイシン
(ク) TH エチオナミド

(ケ) EVM 硫酸エンビオマイシン
(コ) PAS パラアミノサリチル酸

(サ) CS サイクロセリン

(シ) DLM デラマニ ド

也 BDQ ベダキリン
イ 抗結核薬の選定における留意事項は､次に掲げるとおりとする｡

(ア) RBTは､重篤な副作用又は薬剤の相互作用のためRFPが使

用できない場合に､RFPに代えて使用する｡ただし､患者の結

核菌がRFPに対して耐性を有する場合には､当該結核菌はRB

Tに対しても耐性を有することが多いため､ほかに使用できる抗

結核薬がない場合に限り､十分な検討を経た上で､これを使用す

る｡

(イ) SM､KM及びEVMは､これらのうち2剤以上を併用して使
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用してはならない｡

(ウ) KMとEVMとの間には交叉耐性があるが､その発現特性から､

原則としてEVMの使用前にKMを使用する｡

(ェ) DLM及びBDQは､患者の結核菌がINH及びRFPに対し

て耐性を有する場合に限って使用する｡DLM又はBDQ以外の

3剤以上と併用して､これを使用することを原則とする｡ただし､

外科的療法を実施する場合には､DLM又はBDQ以外の1剤又

は2剤と併用して､これを使用することができる｡

また､DLM又はBDQ以外の3剤以上と併用することができ

ないことを理由として､DLM又はBDQ以外の1剤又は2剤と

併用することを検討する際には､薬剤に対して耐性を有する結核

菌の発現の防止と結核の治療効果の両面から慎重な検討を要する｡

り 抗結核薬の使用に当たっては､副作用の発現に十分注意し､患者

の年齢､体重等の条件を考慮して､適切な種類及び使用方法を決定

する｡ただし､副作用の発現を理由として抗結核薬の種類の変更を

検討する際には､副作用の程度と結核の治療効果の両面から慎重な

検討を要する｡

(2) 副腎皮質ホルモン剤

結核性髄膜炎､結核性心膜炎等の場合には､抗結核薬と併用して副

腎皮質ホルモン剤を使用する｡

3 肺結核の化学療法

(1) 薬剤選択の基本的な考え方

ア 治療開始時の薬剤選択

(ア) 初回治療で薬剤耐性結核患者であることが疑われない場合につ

いては､次に掲げるとおりとする｡

l PZAを使用できる場合には､まず､INH､RFP及びP

zAにSM又はEBを加えた4剤併用療法を2月間行い､その

後 INH及びRFPの2剤併用療法を4剤併用療法開始時から

6月 (180日)を経過するまでの間行う｡ただし､4剤併用

療法を2月間行った後､薬剤感受性検査の結果が不明であって

症状の改善が確認できない場合には､薬剤感受性検査の結果が

判明するまでの間又は症状の改善が確認されるまでの間､IN

H及びRFPに加え､SM又はEBを使用する｡

なお､INH及びRFPの2剤併用療法については､対面で
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腎皮質ホルモン剤を使用する｡

3 肺結核の化学療法

(1) 薬剤選択の基本的な考え方

ア 治療開始時の薬剤選択

(7) 初回治療で薬剤耐性結核患者であることが疑われない場合につ

いては､次に掲げるとおりとする｡

l PZAを使用できる場合には､まず､1NH､RFP及びP

zAにSM又はEBを加えた4剤併用療法を2月間行い､その

後 INH及びRFPの2剤併用療法を4剤併用療法開始時から

6月 (180日)を経過するまでの間行う｡ただし､4剤併用

療法を2月間行った後､薬剤感受性検査の結果が不明であって

症状の改善が確認できない場合には､薬剤感受性検査の結果が

判明するまでの間又は症状の改善が確認されるまでの間､IN

H及びRFPに加え､sM又はEBを使用するO

なお､INH及びRFPの2剤併用療法については､対面で



の服薬が確誰でき､かつ､患者がHIV感染者ではない等の場

合には､間欠療法を実施することができる｡

正 PZAを使用できない場合には､まず INH及びRFPにS

M又はEBを加えた3剤併用療法を2月ないし6月間行い､そ

の後 INH及びRFPの2剤併用療法を3剤併用療法開始時か

ら9月 (270日)を経過するまでの間行う｡

(イ) 初回治療又は再治療で､患者の従前の化学療法歴､薬剤耐性結

核患者との接触歴等から薬剤耐性結核患者である可能性が高いと

考えられる場合については､2の(1)のアに掲げる順に､患者の

結核菌が感受性を有すると想定される抗結核薬を3剤以上選んで

併用療法を開始し､薬剤感受性検査の結果が判明した時点で､必

要に応じて使用する抗結核薬を変更する｡

イ 薬剤感受性検査判明時の薬剤選択

(ア) INH及びRFPのいずれも使用できる場合については､アの

(ア)の i及びiiに掲げるとおりとするD

(イ) INH又はRFPが使用できない場合については､使用できな

い抗結核薬に代えて､2の(1)のアに掲げる順に､患者の結核菌

が感受性を有すると想定される抗結核薬を4剤以上選んで併用療

法を開始し､その後は長期投与が困難な薬剤を除いて治療を継続

する｡この場合の治療期間については､次に掲げるとおりとする0

1 INHを使用できる場合であってRFPを使用できない場合

の治療期間は､PZAの使用の可否を問わず結核菌培養検査が

陰性となった後 (以下 ｢菌陰性化後｣というC)18月間とするC

正 RFPを使用できる場合であってINHを使用できない場合

の治療期間は､PZAを使用できる場合にあっては菌陰性化後

6月間又は治療開始後9月間のいずれか長い期間､PZAを使

用できない場合にあっては菌陰性化後9月間又は治療開始後1

2月間のいずれか長い期間とする｡

in INH及びRFPのいずれも使用できない場合であって感受

性のある薬剤を3剤以上併用して治療を継続することができる

場合の治療期間は､菌陰性化後 18月間とする｡

(ウ) 結核菌培養検査が陰性である等の薬剤感受性検査の結果を得る

ことができないと判明した場合については､初回治療で薬剤耐性

結核患者であることが疑われない場合にあってはアの(ア)に掲げる
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l INHを使用できる場合であってRFPを使用できない場合

の治療期間は､PZAの使用の可否を問わず結核菌培養検査が

陰性となった後 (以下 ｢菌陰性化後｣という｡)18月間とする｡

il RFPを使用できる場合であってINHを使用できない場合

の治療期間は､PZAを使用できる場合にあっては菌陰性化後

6月間又は治療開始後9月間のいずれか長い期間､PZAを使

用できない場合にあっては菌陰性化後9月間又は治療開始後 1

2月間のいずれか長い期間とする｡

iii INH及びRFPのいずれも使用できない場合であって感受

性のある薬剤を3剤以上併用して治療を継続することができる

場合の治療期間は､菌陰性化後 18月間とする｡

(ウ) 結核菌培養検査が陰性である等の薬剤感受性検査の結果を得る

ことができないと判明した場合については､初回治療で薬剤耐性

結核患者であることが疑われない場合にあってはアの(ア)に掲げる



とおりとし､初回治療又は再治療で､患者の従前の化学療法歴､

薬剤耐性結核患者との接触歴等から薬剤耐性結核患者である可能

性が高いと考えられる場合にあっては薬剤感受性結核患者である

可能性及び薬剤耐性結核患者である可能性のいずれも考慮して､

使用する抗結核薬を決定する｡

【同旨下記5-移動】

(2) 治療期間に係る留意事項

ア 治療開始時に症状が著しく重い場合､治療開始時から2月を経て

も結核菌培養検査の成碇吾が陰転しない場合､糖尿病､じん肺､HI

v感染等の結核の経過に影響を及ぼす疾患を合併する場合又は副腎

皮質ホルモン剤若しくは免疫抑制剤を長期にわたり使用している場

合には､患者の病状及び経過を考慮して治療期間を3月間延長でき

るO

イ 再治療の場合には､結核の再発の防止の観点から､治療期間を初

回治療の場合よりも3月間延長できる｡

(3) 治療効果の判定

治療効果の判定に当たっては､結核菌培養検査の成按を重視するこ

ととし､治療開始時から3月以内にエックス線陰影の拡大､胸膜炎の

合併､縦隔リンパ節腫脹等が認められるとしても､結核菌培養検査の

成績が好転しているときは､実施中の化学療法を変更する必要はない｡

ただし､治療開始後4月間以上､結核菌培養検査が陽性である場合又

は菌陰性化後に行った結核菌培餐検査において陽性が確認された場合

には､直近の結核菌培養検査により検出された結核菌について､必ず

薬剤感受性検査を行う.

4 肺外結核の化学療法

肺結核の治療に準じて化学療法を行 うが､結核性膿胸､粟粒結核若しく

は骨関節結核等の場合又は結核性髄膜炎等中枢神経症状がある場合には､

治療期間の延長を個別に検討することも必要である｡

5 潜在性結核感染症の化学療法

潜在性結核感染症の治療においては､原則として TNHの単独療法を6

月間行い､必要に応じて更に3月間行う｡ただし､INHが使用できない

とおりとし､初回治療又は再治療で､患者の従前の化学療法歴､

薬剤耐性結核患者との接触歴等から薬剤耐性結核患者である可能

性が高いと考えられる場合にあっては薬剤感受性結核患者である

可能性及び薬剤耐性結核患者である可能性のいずれも考慮して､

使用する抗結核薬を決定する｡

之 潜在性結核感染症の治療における薬剤選択

潜在性結核感典症の治療においては､原則として INHの単独療

法を6月間行い､必要に応 じて更に3月間行う｡ただし､ INHが

使用できない場合には､RFPの単独療法を4月ないし6月間行う｡

(2) 治療期間に係る留意事項

ア 治療開始時に症状が著しく重い場合､治療開始時から2月を経て

も結核菌培養検査の成績が陰転しない場合､糖尿病､じん肺､HI

V感染等の結核の経過に影響を及ぼす疾患を合併する場合又は副腎

皮質ホルモン剤若 しくは免疫抑制剤を長期にわたり使用している場

合には､患者の病状及び経過を考慮して治療期間を3月間延長でき

る｡

イ 再治療の場合には､結核の再発の防止の観点から､治療期間を初

回治療の場合よりも3月間延長できる｡

(3) 治療効果の判定

治療効果の判定に当たっては､結核菌培養検査の成績を重視するこ

ととし､治療開始時から3月以内にエックス線陰影の拡大､胸膜炎の

合併､縦隔リンパ節腫脹等が認められるとしても､結核菌培養検査の

成績が好転しているときは､実施中の化学療法を変更する必要はないC

ただし､治療開始後4月間以上､結核菌培養検査が陽性である場合又

は菌陰性化後に行った結核菌培養検査において陽性が確認された場合

には､直近の結核菌培養検査により検出された結核菌について､必ず

薬剤感受性検査を行う｡

4 肺外結核の化学療法

肺結核の治療に準じて化学療法を行 うが､結核性膿胸､粟粒結核若しく

は骨関節結核等の場合又は結核性髄膜炎等中枢神経症状がある場合には､

治療期間の延長を個別に検討することも必要である｡



場合には､RFPの単独療法を4月ないし6月間行うD

第3 外科的療法

1 外科的療法の一般方針

(1) 結核の治療は､化学療法によることを原則とするが､結核の部位､

化学療法の治療効果等から必要があると認められる場合には､外科

的療法を行う｡

(2) 外科的療法の実施に際しては､化学療法を併用するとともに､手

術の安全確保及び合併症の防止を図るため､薬剤に対して耐性を有

する結核菌の発現状況を踏まえ､手術後における有効な抗結核薬の

使用が確保されるように留意する｡

2 肺結核の外科的療法

肺結核については､患者の結核菌が薬剤に対して耐性を有しているこ

と等の理由により､化学療法によって結核菌培養検査が陰性となること

が期待できない場合若しくは陰性となっても再発の可能性が高い場合又

は噂血等の症状が改善しない場合には､外科的療法の実施を検討する｡

3 結核性膿胸の外科的療法

急性膿胸については､穿刺排膿術又は閉鎖性排膿術を行う.

慢性膿胸については､全身状態によって治療方針が異なるが､最終的な

治癒のためには外科的療法が必要である｡その術式としては､膿胸腔縮

小術､肺剥皮術､胸膜肺切除術等がある｡

4 骨関節結核の外科的療法 _

骨関節結核については､重篤な合併症がある場合等を除き､外科的療法

として病巣廓清 ･固定術を行う｡

5 その他の部位の結核の外科的療法

性器結核､気管支結核､腸結核､結核性心膜炎､胸壁結核､リンパ節

結核､泌尿器結核､結核性痔療等についても､必要に応じて外科的療法

を行う｡

第4 骨関節結核の装具療法

骨関節結核については､局所の安静を保つことにより病巣の治癒を促

進するため､又は外科的療法の実施後において局所を固定するため､装

具療法を行う｡

また､装具療牡の実施に際しては､化学療法を併用する｡

第 3 外科的療法

1 外科的療法の一般方針

(1) 結核の治療は､化学療法によることを原則とするが､結核の部位､

化学療法の治療効果等から必要があると認められる場合には､外科

的療法を行うC

(2) 外科的療法の実施に際しては､化学療法を併用するとともに､手

術の安全確保及び合併症の防止を図るため､薬剤に対して耐性を有

する結核菌の発現状況を踏まえ､手術後における有効な抗結核薬の

使用が確保されるように留意する｡

2 肺結核の外科的療法

肺結核については､患者の結核菌が薬剤に対して耐性を有しているこ

と等の理由により､化学療法によって結核菌培襲検査が陰性となること

が期待できない場合若しくは陰性となっても再発の可能性が高い場合又

は噂血等の症状が改善しない場合には､外科的療法の実施を検討する0

3 結核性膿胸 の外科的療法

急性月別旬については､穿刺排膿術又は閉鎖性排膿術を行うO

慢性膿胸については､全身状態によって治療方針が異なるが､最終的な

治癒のためには外科的療法が必要である｡その術式としては､膿胸腔縮

小術､肺剥皮術､胸膜肺切除術等がある｡

4 骨関節結核の外科的療法

骨関節結核については､重篤な合併症がある場合等を除き､外科的療法

として病巣廓清 ･固定術を行うO

5 その他の部位の結核の外科的療法

性器結核､気管支結核､腸結核､結核性心膜炎､胸壁結核､リンパ節

結核､泌尿器結核､結核性痔療等についても､必要に応じて外科的療法

を行う｡

第4 骨関節結核の装具療法

骨関節結核については､局所の安静を保つことにより病巣の治癒を促

進するため､又は外科的療法の実施後において局所を国定するため､装

具療法を行う｡

また､装具療法の実施に際しては､化学療法を併用する｡
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サチユロ㊥錠 100mg(Sirturo㊥)

･一般名 :ベタキリンフマル酸塩′BedaquilineFumarate(〕AN)

･ 化学構造式 :
分子式 :C32H31B｢N202･C4H404

分子量 :671.58 Br

･ 製剤及び成分 ･含量 :

一 白色の素錠 (経口用)

･ HO2C～ CO2H- ベタキリンフマル酸塩 120.89mg(ベタキリンとして 100mgを含有)

･ 作用機序及び特長 :一 結核菌の ATP (アデノシン 5､一三リン酸)

合成酵素を特異的に阻害一 増殖期及び休眠期のいずれの結核菌に対し

ても強い殺菌作用を示す･ 承認状況 (2

018年2月5日現在)- 米国 (2012年12月)をはじめ′欧州′南アフリカ′
ロシア′インド′韓国′中国等′日本を含めて世界5



添付文書情報 :効能 ･効果,警 告 .禁忌

効能 ･効果

(適応菌種)本剤に感性の結核菌

(適応症) 多剤耐性肺結核

【効能 ･効果に関連する使用上の注意】

本剤の投与によりQT延長があらわれるおそれがあるので､QT延長のある患者､あるいはqT延長
を起こしやすい患者等への投与については､リスクとベネフィットを考慮して本剤投与の適応を
慎重に判断すること｡

警LJ=FI

1. 本剤に対する耐性菌発現を防ぐため､結核症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又は
その指導のもとで投与し､適正使用に努めること○ [本剤の投与は､製造販売業者が行
うRAP(ResponsibleAccessProgram)に登録された医師 .薬剤師のいる登録医療
機関 .薬局において､登録患者に対

して行うことo]2. 本剤の投与によりQT延長があらわれるおそれがあるので､投与開始前
及び投与中は定期的に心電図検査等を行い､リスクとベネフィットを考慮して本剤の投与を

慎重に判断すること○禁忌本剤の成分に



添付文書情報 :用法 ･用量

用法 ･用量

通常､成人には投与開始から2週間はベタキリンとして1日1回400mg
を食直後に経口投与する｡その後､3週以降は､ベタキリンとして1回
200mgを週3回､48時間以上の間隔をあけて食直後に経口投与する｡
投与に際しては､必ず他の抗結核薬と併用すること

【用法 ･用量に関連する使用上の注意】

1)本剤の使用にあたっては､耐性菌の発現を防ぐため､原則として他の抗結核
薬及び本剤に対する感受性 (耐性)を確認し､感受性を有する既存の抗結核
薬3剤以上に本剤を上乗せして併用すること

2)本剤の投与期間は原則として6箇月であり､この期問を超えて使用する場合､
リスクとベネフィットを考慮して投与の継続を慎重に判断すること



添付文書情報 :使用上の注意

慎重投与

1)qT延長のある患者 (先天性QT延長症候群等) [QT延長が悪化するおそれがある｡]

2)QT延長を起こしやすい下記の患者 [QT延長があらわれるおそれがある｡ ]
(1)心不全のある患者
(2)電解質異常のある患者 (低カリウム血症､低マグネシウム血症､低カルシウム血症)
(3)QT延長症候群の既往歴又は家族歴がある患者
(4)甲状腺機能低下の既往又は合併のある患者
(5)徐脈性不整脈の既往又は合併のある患者
(6)TbrsadedePointesの既往のある患者

3)qT延長を起こすことが知られている薬剤を服用している患者 [QT延長があらわれる
おそれがある｡ ]

重要な基本的注意

1)本剤の投与によりQT延長があらわれるおそれがあるので､本剤投与開始前及び本剤
投与中は定期的に心電図及び電解質の検査を行い､異常が認められた場合には､適切
な処置を行うこと

2)肝機能障害があらわれることがあるので､本剤投与中は定期的に肝機能検査を行い､
異常が認められた場合には､適切な処置を行うこと



増殖期及び休眠期の結核菌に対する殺菌作用

増殖期及び休眠期のM.tubercu/osisH37Rv(107-108CFU/mL)に′ベタキ
リン又はイソニアジドを作用させ′生菌数を測定
･ ベタキリン

ー 増殖期 :生菌数を7日目に2.2logl｡′14日目には更に0.8LoglO減少

一 休眠期 :生菌数を1.8loglO′14日目には更に3logl｡減少
･ イソニアジド

- 増殖期では殺菌作用を示したが′休眠期では殺菌作用を示さなかった
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ソニアジド増殖期及び休眠期〃.tubeJてulosI'Sに対するペグキリン及びイソニアジドのI'nvItr

O殺菌作用 [CTD2.7.2



国内外の臨床分離株に対するへタキリンのMIC
> 日本国内で2012-15年に分離された多剤耐性結核菌59株 (7Hll寒天培地法)

-.:=一ヨ
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MDR.多剤耐性長吉核菌 (イソニアジド及びリファンピシン耐性でXDRでない珠)
xDR:超多剤耐性結核両 【イソニアジド.リフ

ァンピシン.レ'liプロキサシン及びカナマイシン耐性〕> 海外臨床試験で分離された多剤耐性結核菌276株 (7Hll寒天培地法
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ベタキリンの薬物動態

吸収 外国人健康成人に本剤を1日1回食直後に反復経口投与したとき 写 像 孟芸荒業 _ タ p-Umらq.d- 1u,mBq-d. 1UUmpJq-d

.f)aly1

.4t娼放 tj

. h Rし..抄=くけ1) 汽n(Fi.n.Rー∩⊃ FLn(Rn.Fi_1) ti,0(_3-ni.

Fin)C rnax(l∩S/mL) 590(116) 1972(569) d2⊆将(

]315)J C別h(nS/mL) 1Bワく44.0) 604(147) 12BO

(30⊆ー)(14日目) AUC2rn(nB-h/rnL) 79】4(2009) 24265(56L70) 5152

5(10123)t:1′2(h) 169(77) 167(48

) lワョ(3ら)平均値 (鰯 空 ).tnz" :し

いLllf由(崎 胡 )食事の影響 食 直 後 投 与 時 の バ イ オ ア ベ イ ラ ビ リ

テ ィ ー は絶 食 投 与 時 の 約 2倍たん白結合率 99% 以

上 (in vitro, 平 衡 透 析 法 )分布 組織濃度 マウ ス ′ ラ ッ ト及 び イ ヌ に
反 復 投 与 し た と き ′組 織 に広 範 に 分 布 し′肺′牌 臓

′ リ ン パ 節 及 び 胸 腺 に お け る 濃 度 が 高 か つ た代謝 主要代
謝酵素 チ トクロ ー ム P450 (CYP) 3A4主要代謝物 N-モノ脱

メ チ ル 化 さ れ た M Zで ′ 曝 露 量 は ベ タ キ リンの 約 20%外国人MDR-TB肺結核患者にベタ キ リ ン を 反 復 経 口 投 与 し た と き に得 られ
た 糞 便 検 体 で投与量の75-85%が未変化体として



MDR-TB肺結核患者を対象とした臨床試験
試験番号 試験対象集団 用法 .用量 有効性/安

全性[相] 試験デザイン (QD:1日1回′TⅠW:週3回,BR:backgroundregimen)

解析対象例数C208【海外ⅠⅠb】 MDRイB肺結核 Stage1(探索的ステージ)
Stage1 47例(XDRを除外)国際共同′多施設共 ～ム ､､'l' week1-2.TMC207400mg又はプラセボ

DをBR薬と2週間併用ノ Week3-8:TMC207200mg又はプラセボTⅠWをBR薬
と6週間併用 21例/23例近地 BR薬を治験薬投与期を含めて18-24カ月間 (噂疲培養

陰性化の初回報告後. プラセボ群同.ランダム化′二重盲検.並行暑羊間.プラセボ対照 少なく
とも12カ月以上)投与 23例/24例Stage

2(検証的ステージ) Stage2 160例追払塞投主艶 Week1-2:TMC207400m
g又はプラセボ QDをBR薬と2週間併用 本剤群week3-24:TMC207200mg又はプ

ラセボTⅠWをBR薬と22週間併用 66例/79例追返造盈艶 BR薬を治験薬投与期を含めて18-24カ月間 (噂疾培嚢陰性化の初Bi]報告後′ プラ

セボ群少なくとも12カ月以上)投与 66例/81例C209【海外ⅠⅠb〕 MDR-TB肺結核 造塵蓋王呈主観 Week1-2:TM

C207400mgQDをBR薬と2週間併用投与 205例′233例XDR 含

､ Week3-24.TMC207200mgTⅠWをB 薬と22週間併用国際共同′多施設共 追抜造塵艶 BR薬を治験薬投与期を含めて18-24カ月間 (噂

疲培養陰性化の初回報告後′同′非盲検′単群 少なくとも12カ月以上)投与TBC2001 MDR-TB肺結核 遥遠艶 Week1-2:TMC207400mgQDをBR薬と2週間供用 4例/

6例XDR 含 ､ Week3-24■TMC207200mgTⅠWをBR薬と22週間併用[国内ⅠⅠ] 多施設共同.非盲検.延長盤 Week25-48:延長基準に該当し
治験担当医師が必要と判断した場合′単群 TMC207200mgTⅠWをBR薬と最長
24週間併用旦艮里独王皇室艶 BR薬を噂癌培嚢陰性化後78週間以上 (治療期 .延長期を

含む).最長でDay1から102週間投与

C208Stage2
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噂療培養陰性化までの時間の中央値及び噂癌培養陰性化率

C208試崇Stage2



耐性菌別の噂療培養陰性化率 【C209試験.最終報告】
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副作用 【国内添付文書】

多剤耐性肺結核患者を対象とした国内第Ⅱ相試験において､副作用 (臨床検査値の異常を含む)
は6例中3例 (50%)に認められた｡副作用は､肝機能異常1例 (16.7%)､血沈元進1例
(16.7%)､ざ癒1例 (16.7%)であった｡

多剤耐性肺結核患者を対象とした海外後期第Ⅱ相試験において､副作用 (臨床検査値の異常を含
む)は335例中166例 (49.6%)に認められた｡主な副作用は､悪心61例 (18.2%)､関節痛
57例 (17.0%)､頭痛44例 (13.1%)､唱吐41例 (12.2%)であった｡

1)重大な副作用

(1)QT延長 (2.7%):QT延長があらわれることがあるので､観察を十分に行い､異常が認
められた場合には､投与を中止するなど適切な処置を行うこと｡

(2)肝機能障害 (頻度不明) :AST(GOT)､AJ｢(GPT)等の上昇を伴う肝機能障害があら
われることがあるので､観察を十分に行い､異常が認められた場合には投与を中止するな

ど適切な処置を行うこと｡

2)その他の副作用
5%以上 5%未

満精神神経系 頭 痛 ′ 浮 動 性 め

ま い消化器 悪 心 ′

唱 吐 ′ 下 痢肝臓 トランスアミナーゼ上昇*

筋 .骨 格 関 節 痛 筋 肉 痛*:トランスアミナーt!上昇.アス)(ラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加.アラニン･アミノトランスフエラ-ゼ噂メ札

肝酵井上昇及び肝機能異常を含む[添付文



心電図異常 (QT延長)の偲要

> 国内外試験において′本剤の曝露量又は投与期間とqltF延長に直接的な関連は
認められなかったが､プラセボ群と比較し本剤群においてQTcFの延長例が多く
認められた

> 臨床試験ではQTが延長した被験者において､トルサード ドポアント等の重篤
な心血管系有害事象の発現は認められなかった

事象名 C208試験併合 C208試験及びC209試験併合 2001

試験本剤群 (102例) プラセボ群 (105例) 本剤群 (335例) 本剤群 (6例

)QTcF450mS極480ms以下 23(22.5%) 7(6.7%) 50(15%) a

ll 2(33.3%)4801tu超500ms以下 3(2.9%) 1(1.0%) 6(

1.8%)a) i(16.7%)500111S超 1(1.0%) 0 2(0.6%)a) I(16

,7%)QTcFのベースラインからの変化量30ms以上60nlS以下 52(52.5%)ち) 33(32.7

%)) 136(41.5%)a) 4(66.7%)60111S超 lO(lO.l%)b

) 4(4,0./.)C 19(5.8%)i) 0有害事象心電図QT延長 3(2.9%) 4(3.8%) 9

(2.7%) 1(16.70/.)失神 1(1.0%) 0 1(0,3%) 0



その他の注意 :死亡例の不均衡 (C208試験 Stage2)

海外臨床試験(試験期間120週)において､死亡例が本剤投与開始例で

12.7%(10/79例)､プラセボ投与開始例で3.7%(3/81例)に認められ

た群 No 年齢性別 結核耐性 死因 噂疲培養陰性化(日)a 再燃日(Ej)a 死亡(日)a 死亡時期

治験薬との関連性本剤投与開始例 1 54男 MDR アルコール中毒 56 な

し 111 治験薬投与期 関連なし2 33女 MDR 結核

154 261 512 BR単独投与期 関連なし3 18男

MDR 結核 196 252 444 BR単独投与期 関連なし4

53男 MDR 脳血管発作 196 なし 724 結核無治療追跡調査期 関連なし5 43男 P｢e-XDR 腹膜炎及び肺血性シ∃ツク 98 なし 683 結核無治療

追跡調査期 関連なし6 63男 MDR 肝炎/肝硬要 42 なし 25

4 結核無治療追跡調査期 関連なし7 51女 MDR 結核関連疾患 陰

性化せず - 816 生存確認追跡調査期 関連なし8 36男 MD

R 結核関連疾患 84 234 430 生存確認追跡調査期 関連なし9

36男 MDR 交通事故 54 98 1053 生存確認追跡調査期 関連なし10 30男 ×DR 結核関連疾患 陰性化せず - 404 生存確認追跡調査期 関連

なしプラセボ投与開始例 1 24女 Pre-×DR 噂血 陰性化せす -
273 BR単独投与期 関連なし2 36女 MDR 結核関連疾患 陰性化

せす - 709 生存確認追 調査期 関連なし3 35男 MDR 結核関連疾患 12週日

なし 1048 生存確認､ 調査期 関連なし> 2014′〉16年における南アフリカでの大規模コホート研究 (WHO報告1)における死亡率は本剤群7.6% (119/1′556例),他剤群18.2% (4288/23,539例)と′本剤群で低かったlRevleWOfavallableevrdenceontheuseofbedaqulllneforthetreatmentofmultl
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ペグキリンの使用について

日本結核病学会治療要点会

KekkakuVo193,No.1:71-74,2018

1.背景

薬剤耐性は結核においても大きな問題であり,リファ

ンピシンが使用されるようになって多剤耐性結核が,普

たその後アミノグリコシドを含む注射製剤およびフルオ

ロキノロン剤にも耐性の過多剤耐性結核が出現し,世界

で大きな問題となっている｡日本でも,有効な治療が行

えず慢性排菌状態となっている患者が存在する｡結核は

二類感染症であり,とりわけ薬剤耐性結核は社会的にも

重大な問題である｡

抗結核薬は,1970年代にリファンピシン以降長く新し

い薬が容認されない状況が続いていたが,リフアブチン

が2008年に,また1980年代から使用されていたニュー

キノロン剤のうちレポフロキサシンが2015年に抗結核

薬として承認された｡さらに,多剤耐性肺結蒋治療薬と

しては2014年にデラマニドが承認されるなど,新たな

抗結核薬の開発が進められている｡このうちベダキリン

は米国では2012年12月に桑記され,CDCが使用指針1)

杏,また,wHOは2013年6月に使用の指針を発表2)し

たO新たなエビデンスをもとにWHOは2016年に再評価

を行っている3)が,大きな変更は見られていない0

日本においても,ペグキリンが使用可能となるにあた

り,ペグキリン単剤使用を行うと高率に治療失敗および

耐性化すると予測されるOその結果,今後登場する可能

性がある新たな薬剤との併用治療による治癒の機会が失

われる危険性があるo抗結核薬としては,現在承認され

ている抗結核薬4)の他,現在結塀薬としては承認されて

いないが抗結核作用が明らかな1)ネゾ1)ド5),wHOが抗

結核薬としての再評価を行っているクロファージミン6),

など薬剤は多数あるように見えるが,それら抗結核薬の

感受性を保つためには複数の感受性薬剤を併用すること

が基本であり,掛 こ残された感受性薬が少ない多剤耐性

結核治療ではきわめて重要であり,抗結核薬の使用に際

しては適切かつ厳重な管理が必要である｡よって,ペグ

キリンの日本における発売承認に際し,この貴重な新薬

が適切に使用されるよう,本学会としてその使用に関す

る見解を示すこととした｡

なお,本箱針は暫定的なものとし,使用開始後2年間
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をめどに改訂を検討する｡その理由は,以下のとおりで

あるO①ペグキ1)ンは多剤耐性肺結核の,既存の他の二

次薬との併用薬として申請されているが,現在使用中の

薬剤の中でもデラマニドとの併用などまだ情報が不十分

であることに加え,今後,開発,上市されるであろう新

しい抗結模薬との併用の効果等について現在は未知であ

って,近い将来新しい知見が得られる可能性が高いO②

ペグキリンの適応症は多剤耐性肺結核に限定されている

が,副作用のために標準的な抗結核薬を使用できない場

合など,多剤耐性肺結核以外にも適応拡大される可能性

がある｡

2.薬剤の概要

ベダキリンは,結核治療を目的として開発された新盤

のATP合成酵素活性阻害剤で,抗酸菌一般に対する活性

があるとされる｡用法･用量は1回100mgの錠剤を治療

開始後14日間は4錠ずつ1日1回,15日日以降は2錠を

過 3回48-72時間あけて内服するO治療期間について

治験では6カ月を超える経験は限られている.cYP3A4

の代謝を受けるので,リファンピシン,アゾ-ル系抗真

菌薬等との併用時に血中濃度への影響を考慮する必要が

あるが,通常は多剤耐性肺結核に用いるので,リファン

ピシンと併用はしない｡

ペグキリンの有害事象については,他の二次薬に本剤

を併用した場合にqT延長が有意に多いこと,および肝

障害が多いことが報告されており1)～3),特に,代謝物の

半減期が長いため中止後もQT延長の改善には月単位か

かることが報告されているOまた,臨床治験では対照群

に比して有意に死亡例が多く見られたが,その原因につ

いては薬剤によるものであるかどうかははっきりしない

とされ,臨床報告では異常な死亡の増加は報告されてい

ない3)｡肝機能検査および心電図検査は使用中少なくと

も月1匝卜以上行い,特に心電図検査は使用終了後6カ月

後まで経過観察するとともに,他のQT延長をきたす可

能性がある薬剤 (結穆治療においてはデラマニド,フル

オロキノロン,クロフアジミンなど)との併用には注意

を要するC交差耐性については,タロフアジミンとの交
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差耐性の可能性があるといわれている｡

3.ベダキリン併用による多剤耐性肺席接の治療の原則

について

日本結核病学会治療委貞会では原則として以下のよう

に使用するとしている7)a(む投与可能な感受性のある薬

剤を最低でも3剤,可能であれば4-5剤を菌陰性化後

6カ月投与し,その後長期投与が困難な薬剤を除いて治

療を継続するD②治療中に再排菌があり薬剤耐性毅得が

強く疑われる場合,使用中の薬剤のうち1剤のみを他の

薬剤に換えることは,事実上新たな薬剤による単独療法

となり,その薬剤への耐性を誘導する危険性が高いので

禁忌であるo治療薬を変更する場合には一挙に複数の有

効薬剤に変更する｡③薬剤はピラジナミド (PZA),ス

トレプトマイシン (SM),エタンプトー)I,(Eli),レポ

フロキサシン (LVFX),カナマイシン (KM),エチオナ

ミド (TH),エンビオマイシン (EVM),パラアミノサ

リチル酸 (FAS),サイクロセリン(CS),デラマニド

(I)LM)のうちから耐性がないと判断されたものを順に

選択するoただし,アミノグ7)コシドであるSM,KMお

よび類似薬であるEVMは同時併用できない｡抗菌力や

交差耐性を考慮し,sM-KM -EVMの順に選択する｡

また,フルオロキノロン薬はLVFXの他にモキシフロキ

サシン (MfLX)も使用可能であるが,複数の同時併用

はできない｡抗菌力や副作用等を勘案し,これらの中か

ら1剤を選択する｡フルオロキノロン,PZA,アミノグ

1)コシド,EBは使用可能なら使用すべきであり,TH,

FAS,CSも含めて4-5剤,最低3剤以上使用する｡

ペグキリンの多剤耐性肺結核への使用方法について

は,wHOの2016年の薬剤耐性結核ガイドラインでは,

ペグキリンはデラマニドとともに,GroupD2薬に分類さ

れた6)｡GroupAがフルオロキノロン,GroupBが二次注

射薬でカナマイシンなど,GroupCが他の主要二次薬で,

エチオナミド,サイクロセリン,リネゾリド,タロフア

ジミンである｡GroupDは,主要二次薬ではなく,Group

A～Cの薬が耐性などで使用できない際にアドオンする

薬剤としての位置付けであるD現時点では暫定的な推奨

であり,今後の治療成溝の集積に伴ってその位置付けは

変化していくことが予想される｡

当面は以下の原則によって,使用の適否を判断する｡

(1)既存の抗結核薬に薬剤耐性およ甲副作用の点から

4-5剤巨として使用できる薬剤がない場合は,多剤耐

性肺結核薬であるベダキリンもしくはデラマニドは使用

されるべきであるO

(2)既存薬で5剤が使用可能である場合,多剤耐性肺

結核薬であるペグキリンもしくはデラマこドを使用すべ

きかどうかについてはまだ結論が出ておらず,使用を否

持場 第93巻 第 1号 2018年 1月

定するものではない｡

(3)既存薬で使用できるものが 1-2剤の場合,2-

3剤目として多剤耐性肺結核薬であるペグキリンもしく

はデラマこドを使用することについては,使用を否定す

るものではないが,耐性化の危険を考慮し慎重な扱いを

要する｡この場合に,ペグキリンおよびデラマニドの併

用については,治験においては経験がないが,実際に使

用してみたとの経験は各国で報告されつつある.いずれ

もQT延長の有害事象が報告されており,耐性化と並ん

で有害事象についても慎重な扱いを要するC

(4)結核医療の基準に記載されず,蘇我薬としての有

効性についてH本結核病学会治療委員会で推奨7)してい

ない薬の併用については,使用可能であるが,上記の既

存薬としては基本的には数えない｡ただし,過去日本で

東認されたことのある薬であるプロチオナミド (ェチオ

ナミドもしくはプロチオナミド感受性例,wHOの耐性

薬の分類ではC),カプレオマイシン (カプレオマイシ

ン感受性例,wHOの耐性薬の分類ではB),およびチオ

アセタゾン (Tbl,過去同乗未使用例,wHOの耐性乗の

分類ではD3),および日本で承認されたことはない薬で

あるがWHOがC系統の薬として泉認しているリネゾリ

ドおよびタロフアジミンについては,それぞれ未使用例

での使用は,上記既存薬と同様に有効薬と考えてよいも

のと考える｡ただし,モキシフロキサシン,レポフロキ

サシンを高用量で用いる場合,タロフアジミンについて

はいずれもqT延長の危険について考慮が必要であり,

心電図による定期的な検討をより慎重に行う必要があ

る.なお,AMPC/CVAと併用するメロペネムまたはイ

ミペネムシラスタチン等については,傭用根拠に乏しく

現在のところ,日本結核病学会は推奨していない｡

(5)多剤耐性肺結核薬であるペグキリンとデラマニド

のいずれかを使用する場合,いずれを使用すべきかにつ

いては,現在のところ決まった方針はない｡ただし,ペ

ダキリンでは肝障害の原皮が高いことから肝障害を有す

る症例においてはデラマニドが優先する｡また,ベダキ

リンの代謝物の半減期が長いことから,ベダキリンに引

き続いてデラマニドを使用した場合,同時使用でなくて

もQT延長の危険が高まる危険がある0-万,デラマニ

ドに引き続いてペグキリンを使用する場合については,

治験での経験がないが,デラマニドの半減期および代謝

物の半減期を考慮し,特に変更後10日ほどの早期の間

については,QT延長に注意する必要がある｡

妊婦への使用については治験および臨床経験での症例

が少ないため,現在のところ,添付文書では,

1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には,使

用上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ

授与すること



ペグキリンの使用について

2)授乳婦に投与する時は授乳を中止させること

とされており,注意を要する｡

小児への使用については,添付文書では ｢低出生体重

児,新生児,乳児,幼児に対する安全性は確立していな

いことから,症例ごとの判断が必要となるであろうO

他の疾患を有する者への使用について現実的には,す

でにHIV陽性者にもかなり授与されている8)0

4.適正使用のための集件

デラマニドと同様,ペグキリンを適正に使用するため

には,必要な医療機関の要件,および,使用症例 1例 1

例についての適否の判断基準,の2つを浦たすことが求

められる｡症例の適否判断について,現在デラマニドに

ついては,ウェブからの登録による ｢デルティパ (デラ

マニドの商品名)適格性確認システム｣が開設されてお

り,デラマニドの使用にあたっては,このシステムに登

録して審査を受けることが必須となっている｡ベダキリ

ンについてもデラマニドと同様の適否判断のシステムを

作成する予定であり,適正使用が必要である｡

4.1.使用できる医療樵閑の条件

下記の4つの施設要件を申請のための必療条件とす

る｡これらは,初めて症例を申請する際の要件としてあ

らかじめ周知しておく｡なお,初めに治療を開始した医

療棟閑から他の医療機関へ治療継続のために転医となっ

た場合は,転医先の施設要件は問わず薬剤の供給は転医

先に継続して行われるものとする｡①日本結核病学会抗

酸菌検査法検討委員会あるいは結核研究所による薬剤感

受性検査の外部精度評価で適切に検査が行われている検

査室,またはこれに準じる能力があると判断される検査

室において薬剤感受性検査が行われていること｡②服薬

確認体制 (いわゆる ｢日本版DOTS｣)ができているこ

と｡すなわち,院内DOTSを行うとともに,外来治療に

おける服薬確認のための保健所その他の機関との連携体

制ができていることO③多剤耐性肺模症の院内感染対策

が考慮されていること,具体的には多剤耐性肺結核症の

患者を隔離する陰庄病室があること｡④多剤耐性肺結核

の治療に関して十分な経験と知識を有する医師 (たとえ

ば日本結核病学会が認定する結核･抗酸菌症指導医)が,

施設に常勤もしくは非常勤で勤務していること｡

4.2.一使用症例の条件

本剤に承認される適応症は多剤耐性肺結核であり,多

謝耐性肺結核以外は不適と判断される｡症例ごとの検討

は以下の情報により,前記 ｢3.ペグキリン併用による

多剤耐性肺結額の治療の原則｣(1)-(4Lに基づいてペ

グキリンを使用した場合の治療成功可能性とペグキリン

73

耐性化のリスクおよび6TJ作用のリスクの視点をもって行

うD使用適否の判断に際して必要な情報は以下のとおり

である｡

･病変部位,年齢,結核治療歴,併存病名

･暗疾 (またはその他の適切な検体)の塗凍培養所見,

薬剤感受性検査結果

･これまで使用した薬剤 (最近3カ月使用薬剤と過去使

用歴のある薬剤)

･併用薬剤

･入院治療中および退院後外来治療中における治療中断

リスクと服薬確認の方法

･心電図所見

･肝機能検査所見

4.3.使用症例の経過と使用継続の条件

治療開始から3カ月を経過しても菌陰性化が得られな

い場合には耐性化のリスクが高いので,投与を継萩する

ことが適当であるかについて,改めて専門家の判断が必

要であるOまた副作用が疑われる症例についても,適宜

相談と助言が必要であるOよって,使用症例全例につい

て,治療開始90日後に,暗疲 (あれば他の検体)塗抹培

養結果および薬剤感受性検査結果,併用薬剤の情報を得

て,継続の可否を専門家が判断することが望ましい｡ま

た,ベダキリンを90日使用した時点でも依然として培

養陽性の場合には,直近の菌株を用いてペグキT)ン薬剤

感受性検査を行うことが必要である｡菌陰性化例で副作

用がないと判断される例は継続するが,治験においては

6カ月を超える使用経験は限られている｡ベダキリン,

その代謝物の半減期は6カ月と長く,長期使用の経験が

限られていることより有害事象の頼皮が増える可能性に

注意する必要があるが,現状の少数例の臨床報告では6

カ月を超える治療に伴う有害事象については認容できる

範囲としている9)aLかし,治療失敗の危険が高い例に

おいて,長く使用することにより有害事象の危険が高ま

ることと使用期間を短くするがゆえに治療失敗耐性化の

危険の両者の比較考量が必要であるため,使用期間が6

カ月を超える場合は,その時点で再度専門家が検討する

必要がある｡

5.ペグキリンの有用性についての検討

ベダキリンの使用成簾は限られた症例について報告さ

れているが,今後も臨床の現場における有効性と安全性

を確認していくことが必要である｡ペグキ1)ン使用症例

について治療終了後も最低限2年間,下記の項目につい

て情報収集を行い,その臨床的有用性についての分析を

行うことが望まれるo

･病変部位,年齢,結核治療歴,併存病名
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･略疲 (またはその他の適切な検体)の塗抹培養所見,

薬剤感受性検査結果

･画像所見 :学会分類,汝潤影および空洞のある部位,

空洞については大きさと壁厚

･ペグキリン使用前の薬剤使用歴

･併用薬剤等の使用 (服薬状況を含む)状況

･副作用の有無と状況 (心電図,肝機能所見を含む)

･外科治療の有無

6.おわりに

デラマニドに就いてペグキリンは,日本でも多謝耐性

肺結核を適応疾患として容認されたが,これらの新薬

は,広く使用した結果,予期しない副作用や薬剤相互作

用などが経験される可能性もある｡また,その臨床情報

を集積,分析することにより,効果と副作用の面で既存

の抗結核薬に劣らないと判断され,使用対象が拡大され

る可能性がある｡そのためには,発売当初からの適正な

使用と,使用症例についての情報の集積とその分析が必

須であるoベダキリン使用を検討する場合には本使用指

針を参考に適正な使用がされること,また,使用症例に

関する情報収集へのご協力をお願いしたい｡
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> 外国生まれの患者数は増加傾向にあり､平成28年の新登録結核患者数は1,33

8人となった｡(前年から174人増加)> 特に､多数に感染させる可能性が高
い若年層で増加傾向にあり､高まん延国の出生者が日本滞在中に発症する

ケースが見受けられる｡> 外国からの入国者への結核対策として､主要先
進国の多くでは､条件や方法は国によって異なるものの､高∃ん延国からの入国例や長期滞在する者を対象とした入国前のスクリーニングを実施している｡

低まん延国:米国､カナダ､オーストラリア､ニュージーランド､英国､オラン

ダ中まん延国:韓国､中国､マレーシア> 出入国管理及び難民認定法第5条第1項第1号において､結核が含まれる二類感染症の患者は上陸で
きなしこととされ､｢ビザの原則的発給基準｣において

もビザを発給しないこととされている｡○出入国管理及び難民
認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(上陸の拒否

)第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は､本邦に上陸する

ことができない｡一 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症､二類感染症､新型インフルエンザ

等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基
づき､政令で定めるところにより､同法第十九条又は第二十条の規

定を準用するものに限る｡)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む｡)の規定
により一



(1)対象国･我が国の外国生まれの結核患者の出生国は以下上位6か国で全体の8割を占
めていることから､これらの国から優先的に入園前スクリーニングを実施することついて個別に調整

を開始する｡･これらの国の羅患率は､最低の中国が6

4であることから､羅患率50以上の国についても対象とする｡【外国生まれの結核患者の出生国(2016年)】lフイリピ 中国■■- A-=

7_■■■■ネ八.-) イント. ミヤンマ- T出生園割合 23.8% 20

.3% 15.8% 10.1% 6.7% 4.3%羅患率 554 声4 133 154 391 361

※罷患率･･･1年間で新た

に診断された結核患者数を人口10万人あたりの率で表したものO(2)対象者･ビザの発給は､90日以内の滞在を短期滞在､90日を超える滞在を長期滞在と

している｡･平成28年ビザ発給数約538万件のうち､短期滞在が約495万件と90%以上を占めており
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※羅患率(人口10万人当 たりの

患者数) 10 <20

16年の状況>201

6年 世界 日本患者数 約1.040万

人 17,625人死亡者数 約170万人 1′889人

低まん延国 羅患率が10以下マレーシア韓国 中国 日本

英国 ニュージーラ出典 :WHOGlobalTuberculosisReport2016､結核登録者情報調査年報集計結身 ド



(参考2)外国生まれ結核患者割合の推移,
性別･特定年齢階層別,2000-2016年

※2016年は概数⊂) で｣ N M 寸 LJl tエ)卜､∝)C1 ⊂) TJ ～ M
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(参考3)結核非羅患証明書のイメージ
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080歳以上の高齢者は､国内の結核新規登録患者の40%を占め､羅患率

が60を越えている｡○自治体で実施されている65歳以



定期健診における健診

受診率向上() 個別勧奨の実施･他制度と連携して

追加責用がかからない形での勧奨例)後期高齢者医療保険証の更新の対象住民個別への

送付に同封○ 受診機会の増加･結核健診を個別医療機関に

委託すること(個別健診)を推進･個別健診の実施医療機関からも､積極的に受診勧奨を行うことを推進

○ 受診勧奨時に伝えるべき内容高齢者が結核発病の高リスク層であること､健診は個人の健康の観点のみならず､早期発見によるまん延

防止の観点から重要であること高齢者施設､

介護サービス利用者に対する健診○ 通所施設や介護サービス利用者に対
する受診確認､受診勧奨等の強化･定期健診実施が義務づけられている入所施設だけでなく

､通所施設へのアプローチも重要･通所施設において､健診受診を確認した上でのサービスを提供や



○結核に関する定期の健康診断を感染症法に基づき実施してい

るo○健康診断の対象は､刑事施設等の施設や集団に着目したものと､高齢者等の個人に着目したものがある○実施卦 対象者傾 度 l-断 一■ 平成27年度の実績業者学校､

医療機関等の従事者に､毎年1回校の長学校の学生または生

徒に､入学年度1回設の長

施設や集団 78(人)- 0.001%4,559(千人) 443(人)49(人)- 0.002%2

′193(千人)個人に 6(人)刑事施設の20歳以上の被収容者に､入所時

及び毎年1回 - 0.011%52(千人)設

の長 55(人) 14′002(千人)社会福祉施設の65歳以上の

入所者に､入所時及び毎年1回 着 - 0.009%634(千人)町村.特別区の長 着 目 70(人)- 00210̂特に必要があると認める者に､市町
村.特別区が定める回数 目 0336(千人

)町村.特別区の長65歳以上の住民(必要がないと認める者を除くn)に､毎年1回 --.■185(

人)- 0.0030/0.6,228(千人l)結核の接触者健康診断 42
8(人)- 0.



(莱)
"削 十二1

健感発 第 号

平 成 年 月 日

衛生主管部 (局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

( 公 印 省 略 )

｢平成 29年の地方からの提案等に関する対応方針｣に係る感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律等の規定に基づく事務の対応について

結核患者については､医療法 (昭和 23年法律第205号)第7条第2項に基づき､原則と

して､結核病床に入院させるという運用がされており､これまでも､同室に入院させること

により病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと(医療法施行規

則 (昭和 23年厚生省令第 50号)第 10条第5号)を遵守できている場合において､必要に

応じて結核患者を感染症病床に入院させることは可能であったところです｡

今般､別紙のとおり､｢平成 29年の地方からの提案等に関する対応方針｣(平成 29年 12

月 26日閣議決定)において､結核患者が入院する病床についての方針が決定されましたの

で､改めて､下記のとおり通知いたします｡内容について御了知の上､貴管下医療機関に周

知いただき､引き続き結核患者が各々の病状等に応じた適切な医療を受けられる医療提供体

制の確保及び院内感染防止対策の推進に努めていただくようにお願いいたします｡なお､医

療法の解釈については､医政局と協議済みであることを申し添えます0

記

結核患者については､同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の

患者と同室に入院させないこと (医療法施行規則 (昭和 23年厚生省令第 50号)第 10条第

5号)を遵守できている場合において､感染症病床に入院させることが可能である｡

ただし､院内感染防止の観点から､結核患者を感染症病床に入院させる際の病室 (※)に

ついては､結核が空気感染することに鑑み､｢感染症指定医療機関の施設基準の手引きにつ

いて｣(平成 16年3月3日付け健感発 0303001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を

参酌し､空気感染に対応できるよう､陰圧制御や肥PAフィルターの設置等を行うことo

※ 特定感染症指定医療機関､第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関

における第-種病室又は第二種病室のことをいう｡



別紙

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針 (抄)

(平成29年12月26日間議決定)

1 基本的考え方

地方分権改革については､これまでの成果を基盤とし､地方の発意に根差し

た新たな取組を推進することとして､平成26年から地方分権改革に関する

｢提案募集方式｣を導入した (｢地方分権改革に関する環案募集の実施方針｣

(平成 26年4月30日地方分権改革推進本部決定))0

地方分権改革の推進は､地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図る

ための基盤となるものであり､地方創生における極めて重要なテーマである｡

平成 29年の取組としては､提案が出されて以降､これまで､地方分権改革

有識者会議､提案募集検討専門部会､地域交通部会等で議論を重ねてきた｡

今後は､ ｢まち･ひと･しごと創生総合戦略 (2017改訂版)｣ (平成 29年

12月 22日閣議決定)も踏まえ､以下のとおり､地方公共団体-の事務 ･権

限の移譲､義務付け ･枠付けの見直し等を推進する｡

2-5 (略)

6 義務付け･枠付けの見直し等

【内閣官房】～ 【文部科学省】 (略)

【厚生労働省】

(1)～ (10) (略)

(ll)医療法 (昭23法 205)

(i)結核患者については､同室に入院させることにより病毒感染の危険の

ある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと (施行規則 10条 5項)

を遵守できている場合において､感染症病床に入院させることが可能である

ことを､地方公共団体に平成29年度中に準知するD

(近) (略)

(12)- (41) (略)

【農林水産省】～ 【環境省】 (略)
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厚生科学審議会結核

部会の設置について1 設置の趣旨○ 厚生科学審議会令第6条の規定に基づき厚生科学審議会の

下に結核部会を設置するものである｡〔※書芸孟芸蓋言霊flB芸'E警 悪霊警慧?胤 され

た

ことに伴い､厚生科 〕2 審議事項○ 結核の予防及び結核の患者に対する医療に関す

る重要事項を調査審議すること｡○ 感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項 (結核に係る事

項に限

る｡)を処理すること｡3 庶務○ 結核部会の庶務は､厚生労働省健康



厚生科学審議

会結核部会審議参加規程平 成 27年

9 月 11日厚生科学審議会結核部会決定(通

則)第1条 厚生科学審議会結核部会 (以下 ｢部会｣という｡)における審議へ

の参加については､厚生科学審議会令 (平成 12年政令第 283号)及び厚生科学審

議会運営規程に定めるところによるほか､この規程の定めるところによるO

(適用対象部会)第2条 この規程は､部会を対象とする｡(適用対象

審議)第3条 この規程は､結核の予防又は結核の患者に対する医療に係る医薬品 (

ワクチン及び診断薬を含む｡以下 ｢結核医薬品｣という｡)について､結核に

関する特定感染症予防指針 (平成19年厚生労働省告示第7

2号)､結核医療の基準 (平成21年厚生労働省告示第16号)又は関係法令に

おける取扱いを調査審議する場合において適用する｡(適用対象委員等

)第4条 この規程は､委員､臨時委員及び専門委

員 (以下単に ｢委員｣という｡)並びに必要に応じ外部から招致する参考人 (

以下 ｢委員等｣という｡)に適用する｡(申請資料作成関与者の取

扱い)第5条 薬事承認､再評価等の申請者 (以下 ｢申請者｣という｡)から

の依頼により作成された申請資料に著者として名を連ねた者､医薬品の臨床試

験の実施の基準に関する省令 (平成9年厚生省令第 28号)第2条第3項に規

定する治験責任医師､同条第4項に規定する製造販売後臨床試験責任医師､同条

第 11項に規定する治験分担医師､同条第 12項に規定する製造販売後臨床試

験分担医師､同条第16項に規定する治験調整医師､同条第17項に規定する治験調

整委員会の構成員又は医学･薬学･生物統計学等の専門家等と



成関与者｣という｡)である委員等が含まれる場合､部会における審議及び議

決は､次によるものとする｡

- 委員等から申請資料作成関与者に該当するか否かの申告を受け､部会の会

長 (以下 ｢部会長｣という｡)は､当該品目の審議開始の際､申請資料作成

関与者に該当する委員等の氏名を報告する｡

二 申請資料作成関与者に該当する委員等は､当該審議品目についての審議又

は議決が行われている間､審議会場から退室する｡ただし､当該委員等の発

言が特に必要であると部会が認めた場合に限り､当該委員等は出席し､意見

を述べることができる｡

2 前項に規定する審議品目とは､結核医薬品であって､部会の当該開催日にお

いて調査審議されるものとする｡

(競合品目に係る申請資料作成関与者の取扱い)

第6条 前条の規定は､競合品目に係る申請資料の作成に密接に関与した者につ

いて準用する｡

2 前項に規定する競合品日とは､我が国の市場において流通し､又は薬事 ･食

品衛生審議会薬事分科会若しくはそれに設置された部会(以下｢薬事分科会等｣

という｡)において調査審議された結核医薬品であって､審議品目と競合する

ことが想定されるもの (薬事分科会等において､競合品目としての選定根拠に

係る資料の妥当性について審議されたものがある場合においては､当該品目)

をいい､その数は3品目までとする｡

(特別の利害関係者の取扱い)

第7条 前2条に定めるもののほか､委員等は､申請者又は競合企業 (競合品目

を開発中又は製造販売中の企業をいう｡以下同じ｡)との間で､審議の公平さ

に疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係を有する場合､部会長に申し

出るものとする｡この場合においては､第5条第1項第2号の規定を準用する｡

なお､特別の利害関係には､家族 (配偶者､両親又は子であって､委員等本人

と生計を一にする (同一の家屋に起居している場合又は勤務､修学､療養等の

都合上日常の起居を共にしていないが､余暇には当該他の家族のもとで起居を

共にすることを常例としている場合若しくはこれら家族間において､定期的に

生活費､学資金､療養費等の送金が行われている場合をいう｡)者をいう｡以

下同じ｡)が申請者又は競合企業の役員若しくは常勤の職員であることを含む｡

(議事録)

第8条 委員等が前3条の規定にする者該当する場合においては､その旨を議事

録に記録するものとする｡
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(審議不参加の基準)

第9条 委員等又はその家族につき､第 12条に規定する申告対象期間中に審議

品目の製造販売業者又は競合企業からの寄附金･契約金等の受取 (割当てを含

む｡以下同じ｡)の実績があり､かつ､それぞれの企業からの受取額が､申告

対象期間中に､年度当たり500万円を超える年度がある場合､当該委員等は､

当該審議品目についての審議又は議決が行われている間､部会の審議会場から

退室する｡

2 前項に規定する寄附金 ･契約金等は､コンサルタント料 ･指導料､特許権 ･

特許権使用料 ･商標権による報酬､講演 ･原稿執筆その他これに類する行為に

よる報酬及び委員等が実質的に使途を決定し得る寄附金･研究契約金 (実際に

割り当てられた額をいい､教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるい

わゆる奨学寄附金も含む｡)等や､保有している当該企業の株式の株式価値 (申

告時点)を含むものとする｡

ただし､委員等本人宛であっても､学部長､施設長等の立場において､学部

や施設などの組織に対する寄附金 ･契約金等を受け取っていることが明らかな

ものは除くものとする｡

(議決不参加の基準)

第10条 委員等又はその家族につき､第12条に規定する申告対象期間中に審議

品目の製造販売業者又は競合企業から寄附金 ･契約金等の受取の実績があり､

かつ､それぞれの企業からの受取額が申告対象期間中のいずれの年度において

も50万円以上500万円以下である場合､当該委員等は､部会へ出席し､意見

を述べることができるが､当該審議品目についての議決には加わらない｡

(議決権の行使)

第 11条 前条本文の規定により､委員が議決に加わらない場合においては､当

該委員の議決権は､議決に加わった委員の可否に関する議決結果に従って部会

長により行使されたものとする｡

(委員等からの申告)

第 12条 委員等は､審議品目の審議が行われる部会の開催日の属する年度を含

む過去3年度を範囲とする申告対象期間において､部会の開催の都度､その寄

附金 ･契約金等について､企業ごとに､当該企業からの受取額が最も多い年度

につき､自己申告するものとする｡

(特例)
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第 13条 委員等又はその家族につき､第9条第1項の規定に該当する場合であ

っても､当該委員等の発言が特に必要であると部会が認めたときは､当該委員

等は部会における審議に参加することができる｡なお､この場合であっても議

決に加わることはできないものとする｡

/
(情報の公開)

第14条 委員等が第9条第1項又は第10条の規定に該当する場合においては､

事務局は､各委員等の参加の可否等について部会に報告するものとする｡

2 事務局は､部会終了後､速やかに､各委員等から提出された寄附金 ･契約金

等に係る申告書を厚生労働省ホームページで公開する｡

附 則

この規程は､平成26年7月17日から施行する｡

この規程は､平成27年9月11日から施行する｡



最終改正 平成 28年 11月25日

結核に関する特定感染症予防指針

第一次の本指針は､結核予防法 (昭和二十六年法律第九十六号)に基づき､平成十六年

に策定されたO結核予防法が平成十九年に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律 (平成十年法律第百十四号C以下 ｢法｣ とい うO)に統合 され､平成二十三年

に本指針が改正されて以来､五年余 りが経過 した｡

我が国における結核患者数は減少候向にあり､人 口十万人対 り患率 (以下 ｢り息率｣と

い う｡)は､平成二十七年には十四.四とな り､世界保健機関の定義するり息率十以下の

低まん延国となることも視野に入ってきた｡特に小児結核対策においては､BCG接種の

実施が著しい効果をもたらしている｡ しかしながら､平成二十七年の結核患者数は約-万

八千人となってお り､依然 として結核が我が国における最大の慢性感染症であることに変

わりはない｡

また､り息の中心は高齢者であること､結核患者が都市部で多く生 じていること､結核

発症の危険性が高いとされる幾つかの特定の集団 (以下 ｢ハイ リスクグループ｣という｡)

が存在すること等が明らかとなっている｡

こうした状況を踏まえ､結核の予防及びまん延の防止､健康診断及び患者に対する良質

かつ適切な医療の提供､結核に関する研究の推進､人材の育成並びに知識の普及啓発を総

合的に推進 し､国と地方公共団体及び地方公共団体相互の連携を図り､結核対策の再構築

を図る必要がある｡また､平成二十六年に世界保健機関は結核終息戦略を発表 し､低まん

延国はもとより､日本を含めた低まん建国に近づく国に対 しても､根絶を目指 した対策を

進めるよう求めている古

本指針はこのような認識の下に､予防のための総合的な施策を推進する必要がある結核

について､国､地方公共団体､関係団体等が連携 して取 り組むべき課題に対し､取組の方

向性を示すことを目的とするo低まん延国化に向けては､従前行ってきた総合的な取組を

徹底 していくことが極めて重要であり､その取組の中で､病原体サーベイランス体制の構

築､患者中心の直接服薬確認療法 (以下 rDOTS｣ とい う｡)の推進及び無症状病原体

保有者の うち治療を要する者 (以下 ｢潜在性結核感染症の者｣ とい う｡)に対する確実な

治療等の取組を更に進めていく必要がある0

本指針に示す取組を具体化するため､国及び地方公共団体は相互に連携 して取 り組むと

ともに､必要な財源を確保するよう努めるものとする｡

本指針については､本指針において掲げられた施策及びその目標値の達成状況､結核発

生動向等状況の定期的な検証及び評価等を踏まえ､少なくとも五年ごとに再検討を加え､

必要があると認めるときは､これを変更するものとする｡

第- 原因の究明

- 基本的考え方

国並びに都道府県､保健所を設置する市及び特別区 (以下 ｢都道府県等｣とい う｡)

においては､結核に関する情報の収集及び分析並びに公表を進めるとともに､海外の

結核発生情報の収集については､関係機関との連携の下に進めていくことが重軍であ

る｡
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二 結核発生動向調査の体制等の充実強化

結核の発生状況は､法に基づく届出や入退院報告､医療費公費負担申請等の結核登

録者情報を基にした発生動向調査 (以下 ｢患者発生サーベイランス｣ とい う｡)等に

より把握 されているQ とりわけ患者発生サーベイランスは､結核のまん延状況の情報

のほか､発見方法､発見の遅れ､診断の質､治療の内容や成功率､入院期間等の結核

対策の評価に関する重要な情報を含むものであるため､都道府県等は､地方結核 ･感

染症サーベイランス委員会の定期的な開催や患者発生サーベイランスのデータ処理に

従事する職員の研修等を通 じて､情報の確実な把握及び処理その他精度の向上に更に

努める必要がある｡

また､国及び都道府県等は､薬剤感受性検査及び分子疫学的手法からなる病原体サ

ーベイランスの構築に努める必要がある｡都道府県等は､結核菌が分離 された全ての

結核患者について､その検体又は病原体を確保 し､結核菌を収集するよう努め､その

検査結果を法第十五条の規定に基づく積極的疫学調査に活用するほか､発生動向の把

握及び分析並びに対策の評価に用いるよう努めるものとする｡

国は､分子疫学的手法の研究を進めるとともに､その研究成果を踏まえつつ､検査

及び疫学調査の手法の平準化並びに検査結果の集約及び結核菌の収集のあり方につい

て検討を進めるものとする｡国が行 う結核菌の収集については､特に重要な多剤耐性

結核患者の結核菌を収集するための体制整備を当面の目標 とするO

なお､患者発生サーベイランス及び病原体サーベイランスを実施するに当たっては､

個人情報の取扱いに十分な配慮が必要である｡

第二 発生の予防及びまん延の防止

- 基本的考え方

1 結核予防対策においては､感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指

針 (平成十一年厚生省告示第百十五号O以下 ｢基本指針｣ とい う｡)第-の一に定

める事前対応型行政の体制の下､国及び地方公共団体が具体的な結核対策を企画､

立案､実施及び評価 していくことが重要である｡
せ含 かくたん

2 結核の発生の予防､早期発見及びまん延の防止の観点から､咳､啄疾､微熱等の

有症状時の早期受診を国民に対 して勧奨すること及び結核以外の疾患で受診 してい

る高齢者や-イ リスクグループの患者については､結核に感染 している可能性があ

ることについて､医療従事者に対 して周知することが重要であるQ

二 法第五十三条の二の規定に基づく定期の健康診断

1 結核を取 り巻 く状況の変化により､現在､定期の健康診断によって結核患者が発

見される割合は大幅に低下してお り､定期の健康診断については､特定の集団に限

定 して効率的に実施することが重要である｡このため､高齢者､ハイ リスクグルー

プ､発症すると二次感染を生 じやすい職業 (デインジャーグループ)等の定期の健

康診断の実施が有効かつ合理的であると認められる者については､その受診率の向

上を図ることとする｡
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2 高齢者については､結核発症のハイ リスク因子を念頭に置いて胸部エックス線の

比較読影を行 う等により健康診断を効果的に実施できるよう､必要に応 じて､主治

医等に健康診断を委託する等の工夫が重要である.,また､法第五十三条の二第一項

及び第三項の規定に基づく結核に係る定期の健康診断において､六十五歳以上の患

者発見率､既感染率及び り患率は近年低下傾向にあることを踏まえ､国は､必要に

応 じて定期の健康診断のあり方を検討するものとする｡

3 学校､社会福祉施設等の従事者に対する健康診断が義務付けられている施設のみ

ならず､学習塾等の集団感染を防止する要請の高い事業所の従事者に対 しても､有

症状時の早期受診の勧奨及び必要に応 じた定期の健康診断の実施等の施設内感染対

策を講ずるよう地方公共団体が周知等を行 うこととするOまた､精神科病院を始め

とする病院､老人保健施設等 (以下 ｢病院等｣ とい う｡)の医学的管理下にある施

設に収容 されている者に対しても､施設の管理者は必要に応 じた健康診断を実施す

ることが適当である｡

4 基本指針に則 して都道府県が策定する予防計画の中に､市町村の意見を踏まえ､

り息率等の地域の実情に応 じ､定期の健康診断の対象者について定めることが重要

である0

5 市町村は､医療を受けていないじん肺患者等に対 してさま､結核発症のリスクに関

する普及啓発 とともに､健康診断の受診や有症状時の早期受診の勧奨に努めるべき

である｡

6 結核の高まん延地域を管轄する市町村は､その実情に即 して当該地域において結

核の発症率が高い住民層 (例えば､住所不定者､職場での健康管理が十分 とはいえ

ない労働者､結核がまん延 している国若 しくは地域の出身者又はその国若 しくは地

域に居住 したことがある者 (以下 ｢高まん建国出身者等｣ とい う｡)等が想定され

るO)に対する定期の健康診断その他の結核対策を総合的に講ずる必要があるC結

核に係る健康診断の目的は結核患者を発見することであり､実施状況を踏まえ､結

核患者が発見されない等の場合は､対象者の設定の適否､受診勧奨の方法等を地域

ごとに十分に検証することが重要である｡

7 高まん延国出身者等の結核患者の発生が多い地域においては､保健所等の窓口に

我が国の結核対策をその国の言語で説明したパンフレットを備えておく等の取組を

行 うことが重要であるOまた､地域における高まん延国出身者等の結核の発生動向

に照 らし､市町村が特に必要と認める場合には､高まん延国出身者等に対する定期

の健康診断を実施する等､特別の配慮が必要である｡その際､人権の保護には十分

に配慮すべきである｡

三 法第十七条の規定に基づく結核に係 る健康診断

1 結核患者の発生に際しては､都道府県知事､保健所を設置する市の長及び特別区

の長 (以下 ｢都道府県知事等｣とい う｡)は､法第十七条第-項及び第二項の規定

に基づく健康診断の対象者を適切に選定し､必要かつ合理的な範囲で積極的かつ的

確に実施することが望ましいC

2 都道府県知事等が法第十七条第-項及び第二項の規定に基づく結核に係る健康診
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断を行 う場合にあっては､健康診断を実施することとなる保健所等の機関において､

法第十五条第-項の規定に基づ く積極的疫学調査 として､関係者の理解 と協力を得

つつ､関係機関と密接な連携 を図ることにより､感染源及び感染経路の究明を迅速

に進めていくことが重要である｡ この際､特に集団感染につながる可能性のある初

発患者の発生に際 しては､綿密で積極的な対応が必要である｡また､感染の場が複

数の都道府県等にわたる場合は､関係する都道府県等間又は保健所間の密接な連携

の下､健康診断の対象者を適切に選定する必要がある0

3 都道府県知事等は､集団感染が判明した場合には､国-の報告 とともに､法第十

六条の規定に基づき､住民及び医療従事者に対する注意喚起を目的として､まん延

を防止するために必要な範囲で積極的に情報を公表するものとするOその際には､

個人情報の取扱いに十分配慮をしつつ､個々の事例 ごとに具体的な公表範囲を検討

すべきであるOまた､結核患者等-の誤解や偏見の防止のため､結核に関する正確

な情報についても併せて提供することが必要である｡

4 法第十七条第一項及び第二項の規定に基づ く健康診断に当たっては､必要かつ合

理的な範囲において対象を広げるほか､結核菌特異的インターフェロン-γ産生能

検査 (IGRA)及び分子疫学的手法を積極的に活用することが重要であるO特に､

分子疫学的手法が対象者の正確な捕捉に資すること及びその広域的な実施により集

団感染を早期に把握できることから､分子疫学的手法の活用を積極的に図ることと

する｡

四 BCG接種

1 予防接種は､感染源対策､感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策

の中で､主 として感受性対策を受け持つ重要なものである｡我が国の乳児期におけ

る高いBCG接種率は､小児結核の減少に大きく寄与 していると考えられるため､

結核対策においても､BCG接種に関する正 しい知識の普及を進め､接種の意義に

ついて国民の理解を得るとともに､予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)に

基づき､市町村においては､引き続き､適切に実施することが重要である｡

2 市町村は､定期のBCG接種を行 うに当たっては､地域の医師会や近隣の市町村

等 と十分な連携の下､乳児健康診断 との同時実施､個別接種の推進､近隣の市町村

の住民-の接種の場所の提供その他対象者が接種を円滑に受けられるような環境の

確保を地域の実情に即 して行い､もってBCGの接種対象年齢における接種率の目

標値を九十五パーセン ト以上 とする｡

3 BCGを接種 して数 日後､被接種者が結核に感染 している場合には､一過性の局

所反応であるコッホ現象を来すことがあるC コッホ現象が出現 した際には､市町村

にその旨を報告するように市町村等が周知するとともに､市町村か ら保健所に必要

な情報提供をすることが望ましい｡また､医療機関の受診を勧奨する等当該被接種

者が必要な検査等を受けられ るようにすることが適当である｡被接種者が適切な対

応 を受けられるよう､コッホ現象が発現 した際の適切な対応方法を医療従事者に周

知するとともに､住民に対 してもコッホ現象に関する正確な情報を提供する必要が

ある｡
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4 国においては､予防接種に用いるBCGについて､円滑な供給が確保 されるよう

努めることが重要である｡

第三 医療の提供

一 基本的考え方

1 結核患者に対 して､早期に適切な医療を提供 し､疾患を治癒 させ､周囲への結核

のまん延を防止するCまた､り息率が順調に低下している中で､低まん延国化に向

けて､潜在性結核感染症の者に対 して確実に治療を行っていくことが､将来の結核

患者を減 らすために重要である0

2 結核患者の多くは高齢者であり､高齢者は身体合併症及び精神疾患を有する者が

多いことから､結核に係る治療に加えて合併症に係る治療も含めた複合的な治療を

必要 とする場合があるため､治療形態が多様化 しているQまた､結核患者数の減少

により､結核病床の病床利用率が低下し､結核病棟の維持が国難 となり､医療アク

セスの悪化 している地域がある｡そのため､患者を中心とした医療提供に向けて､

病床単位で必要な結核病床を確保すること､結核病床及びその他の病床を一つの看

護単位 として治療を行 うこと等により医療提供体制の確保に努める必要がある｡

3 医療提供体制の確保に当たっては､都道府県域では､標準治療のほか､多剤耐性

結核や管理が複雑な結核の治療を担 う中核的な病院を確保すること､地域ごとに合

併症治療を主に担 う基幹病院を実情に応 じて確保すること並びにそれ らの中核的な

病院及び基幹病院並びに結核病床を有する一般の医療機関が連携 し､結核患者が身

近な地域において個別の病態に応 じた治療を受けられる地域医療連携体制を整備す

ることが重要である｡また､中核的な病院での対応が困難な結核患者を受け入れ､

地域医療連携体制を支援する高度専門施設を国内に確保することが重要であるO

国は､低まん延国化を達成 した後の結核の医療提供体制のあり方について､検討

するものとする｡

4 重焦な合併症患者等については､結核病床を有する第二種感染症指定医療機関な

ど､中核的な病院や基幹病院の一般病床等において結核治療が行われることがある

ことから､国の定める施設基準 ･診療機能の基準等に基づき､適切な医療提供体制

を構築することとする｡

5 結核の治療に当たっては､適切な医療が提供されない場合､疾患の治癒が阻害さ

れるのみならず､治療が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性があるOこのため､

適切な医療が提供 されることは､公衆衛生上も極めて重要であり､結核に係る適切

な医療について医療機関-の周知を行 う必要がある｡

6 医療現場においては､結核に係る医療は特殊なものではなく､まん延の防止を担

保 しながら一般の医療の延長線上で行われるべきであるとの認識の下､良質かつ適

切な医療の提供が行われるべきである｡このため､結核患者を診療する第二種感染

症指定医療機関においては､結核患者に対 して､特に法第十九条第-項及び第三項

並びに第二十条第-項及び第二項の規定による入院の措置等 (以下 ｢入院措置等｣

とい うO)の必要な期間は､結核のまん延の防止のための院内感染予防措置を徹底

した上で､患者の心理的負担にも配慮 しつつ､中長期にわたる療養のために必要な
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環境の整備に努めるとともに､入院措置等の不要な結核患者に対しては､結核患者

以外の患者 と同様の療養環境において医療を提供するものとする｡また､患者に対

し確実な服薬を含めた療養方法及び他の患者等-の感染防止の重要性について十分

に説明し､理解及び同意を得て治療を行 うことが重要である｡

7 医療機関においては､結核の合併率が高い疾患を有する患者等 (後天性免疫不全

症候群､じん肺及び糖尿病の患者､人工透析を受けている患者､免疫抑制剤使用下

の患者等)の管理に際し､必要に応 じて結核感染の有無を調べ､結核に感染 してい

る場合には､積極的な潜在性結核感染症の治療に努めることとし､結核を発症 して

いる場合には､結核に関する院内感染防止対策を講ずるよう努めなければならない0

8 国民は､結核に関する正しい知識を持ち､その予防に必要な注意を払 うとともに､

特に有症状時には､適切な治療を受ける機会を逃すことがないように早期に医療機

関を受診 し､結核 と診断された場合には治療を完遂するよう努めなければならないD

また､結核の患者について､偏見や差別をもって患者の人権を損なわないようにし

なければならない｡

結核の治療を行 う上での服薬確認の位置付け

1 世界保健機関は､平成二十六年に新たに採択 した結核終息戦略においても､｢統

合された患者中心のケアと予防｣の項に､DOTSを基本 とした包括的な治療戦略

(DOTS戦略)を引き継いでおり､我が国においても､日本版DOTS戦略とし

て､確実な治療のため､潜在性結核感染症の者も含め結核患者を中心として､その

生活環境に合わせて､服薬確認を軸とした患者支援､治療成績の評価等を含む包括

的な結核対策を構築し､人権を尊重しながら､これを推進することとする｡また､

国は必要な抗結核薬を確保するよう努めていくものとする｡

2 国及び地方公共団体が服薬確認を軸とした患者中心の支援を全国的に普及 ･推進

していくに当たって､先進的な地域における取組も参考にしつつ､DOTSの実施

状況等について検討するDOTSカンファレンスや患者が治療を完遂 したかどうか

等について評価するコホー ト検討会の充実､地域連携パスの導入など､保健所､医

療機関､社会福祉施設､薬局等の関係機関との連携及び保健師､看護師､薬剤師等

の複数職種の連携により､積極的な活動が実施 されるよう､適切に評価及び技術的

助言を行い､地域連携体制の強化を図ることとする｡

3 保健所を拠点とし､地域の実情に応 じて､地域の医療機関､薬局等 との連携の下

に服薬確認を軸 とした患者中心の支援 (以下 ｢地域DOTS｣とい う｡)を実施す

るため､保健所は積極的に調整を行い､必要に応 じて地域の関係機関-積極的に地

域DOTSの実施を依頼するとともに､保健所自らもDOTSの場の提供を行い､

地域の結核対策の拠点としての役割を引き続き果たすこととする0

4 医師等及び保健所長は､結核の治療の基本は薬物治療の完遂であることを理解 し､

結核患者に対 し服薬確認についての説明を行い､患者の十分な同意を得た上で､入

院中はもとより､退院後も治療が確実に継続 されるよう､医療機関等 と保健所等が

連携 して､人権を尊重 しながら､服薬確認を軸とした患者中心の支援を実施できる

体制を更に推進 していくことが重要である.患者教育の観点から､医療機関におけ
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る入院中からのDOTSの十分な実施や､慢性的に排菌 し､長期間にわたって入院

を余儀なくされる結核患者に対しても､退院を見据えて､保健所が入院中から継続

的に関与することが重要である｡また､医療機関に入院しない結核患者に対しても､

治療初期の患者支援が重要である｡

三 その他結核に係る医療の提供のための体制

1 結核患者に係 る医療は､結核病床を有する第二種感染症指定侯療機関及び結核指

定医療機関のみで提供されるものではないO結核患者が､最初に診察を受ける医療

機関は､多くの場合一般の医療機関であるため､一般の医療機関においても､国及

び都道府県等から公表 された結核に関する情報について積極的に把握 し､結核の診

断の遅れの防止に努め､同時に医療機関内において結核のまん延の防止のために必

要な措置を講ずることが重要である｡また､結核の診断の遅れに対する対策として､

保健所等においては､医療機関-の啓発 とともに､結核の早期診断に資する地域連

携の取組を継続 して行 うことが望ましい｡

2 医療機関及び民間の検査機関においては､結核患者の診断のための結核菌検査の

精度を適正に保つため､外部機関によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理

を定期的に受けるべきである｡そのためには､公益財団法人結核予防会結核研究所

(以下 ｢結核研究所｣ とい う｡)､地方衛生研究所､医療機関及び民間の検査機関

などの関係機関が相互に協力し､精度管理を連携 して行 う必要がある｡

3 一般の医療機関における結核患者-の適切な医療の提供が確保 されるよう､都道

府県等において､地域医療連携体制を構築 し､医療関係団体と緊密な連携を図るこ

とが重要である｡また､その際には､保健所が中心となり､医師会等の協力を得る

よう努めるとともに､介護 ･福祉分野との連携を図ること等が重要である｡

4 結核の治療完遂後に保健所長が行 う病状把握については､治療中の服薬状況等か

ら判断した発症のリスクを踏まえて､適切に実施するものとする0

5 障害等により行動制限のある高齢者等の治療について､患者の日常生活に鑑み､

接触範囲等が非常に限られる場合において､医療機関は､入院治療以外の医療の提

供についても適宜検討すべきである｡

第四 研究開発の推進

- 基本的考え方

1 結核対策は､科学的な知見に基づいて推進 されるべきであることから､結核に関

する調査及び研究は､結核対策の基本 となるべきものである｡このため､国として

も､必要な調査及び研究の方向性の提示､国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

(AMED)や国立感染症研究所のみならず､民間団体､関連諸学会､海外の研究

機関等も含めた関係機関との連携の確保､それぞれの研究成果の相互活用の推進､

調査及び研究に携わる人材の育成等の取組を通 じて､調査及び研究を積極的に推進

することとする｡

2 BCGを含む結核に有効なワクチン､抗菌薬等の結核に係る医薬品は､結核の予

防や結核患者に対す る適切な医療の提供に不可欠なものであり､これ らの研究開発
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は､国と民間が相互に連携を図って進めていくことが重要である｡このため､国に

おいては､結核に係る医療のために必要な医薬品に関する研究開発を推進 していく

とともに､民間においてもこのような医薬品の研究開発が適切に推進 されるよう必

要な支援を行 うこととする｡さらに､低まん延化に向けて､ハイ リスクグループや

感染が生 じるリスクのある場を特定するとともに､感染経路の把握や海外からの人

の移動が国内感染に与える影響を検証するため､分子疫学的手法等を用いた研究を

推進することが必要である｡

二 国における研究開発の推進

1 国は､全国規模の調査や高度な検査技術等を必要 とする研究､結核菌等を迅速か

つ簡便に検出する検査法の開発のための研究､多剤耐性結核の治療法等の開発のた

めの研究等の結核対策に直接結びつく応用研究､新薬等を早期に現場に適用するた

めの臨床研究等を推進 し､海外､民間及び関連諸学会との積極的な連携や地方公共

団体における調査及び研究の支援を進めることが重要である0

2 国におセ､ては､資金力や技術力の面で民間では研究開発が困難な医薬品等につい

て､必要な支援に努めることとする｡特に､現状では治療が困難な多剤耐性結核患

者の治療法等新たな抗結核薬の開発等についても､引き続き調査研究に取 り組んで

いくこととする｡なお､これ らの研究開発に当たっては､抗結核薬等の副作用の減

少等､安全性の向上にも配慮することとするC

3 国は､結核の低まん延国化を見据えて､定期のBCG接種の中止又は選択的接種

の導入に関する将来の検討に資するため､諸外国の施策等の状況を収集するなど必

要な研究を進めることとする｡

三 地方公共団体における研究開発の推進

地方公共団体における調査及び研究の推進に当たっては､保健所 と都道府県等の関

係部局が連携を図 りつつ､計画的に取 り組むことが重要である｡また､保健所におい

ては､地域における結核対策の中核的機関との位置付けから､地方衛生研究所 と連携

し､結核対策に必要な疫学的な調査及び研究を進め､地域の結核対策の質の向上に努

めるとともに､地域における総合的な結核の情報の発信拠点としての役割を果たして

いくことが重要である｡

四 民間における研究開発の推進

医薬品の研究開発は､結核の発生の予防及びそのまん延の防止に資するものである

との観点から､製薬企業等においても､その能力に応 じて推進 されることが望ましい｡

第五 国際的な連携

- 基本的考え方

国等においては､結核対策に関して､海外の政府機関､研究機関､世界保健機関等

の国際機関等との情報交換や国際的取組-の協力を進めるとともに､結核に関する研

究や人材養成においても国際的な協力を行 うこととする｡
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二 世界保健機関等-の協力

1 アフリカやアジア地域においては､後天性免疫不全症候群の流行の影響や結核対

策の失敗からくる多剤耐性結核の増加等により､現在もなお結核対策が政策上重要

な位置を占めている国及び地域が多い｡世界保健機関等 と協力 し､これ らの国の結

核対策を推進することは､国際保健水準の向上に貢献するのみならず､我が国に在

住する高まん建国出身者等の結核のり息率の低下にも寄与することから､我が国の

結核対策の延長上の問題 としてとらえられるものであるo Lたカ立って､国は世界保

健機関等と連携 しながら､国際的な取組を積極的に行っていくこととする｡

2 国は政府開発援助による二国間協力事業により､途上国の結核対策のための人材

の養成や研究の推進を図るとともに､これ らの国との研究協力関係の構築や情報の

共有に努めることとする.

第六 人材の養成

- 基本的考え方

結核患者の七割以上が医療機関の受診により結核が見つかっている一方で､結核に

関する知見を十分に有する医師が少なくなっている現状を踏まえ､結核の早期の確実

な診断及び結核治療の成功率の向上のために､国及び都道府県等は､結核に関する幅

広い知識や標準治療法を含む研究成果の医療現場-の普及等の役割を担 う人材の養成

を行 うこととする｡人材の養成に当たっては､国及び都道府県等のほか､大学､関連

諸学会､独立行政法人国立病院機構の病院 (以下 ｢国立病院機構病院｣ とい うO)等

の医療機関､結核研究所等の関係機関が有機的に連携 し､教育研修を実施することが

重要である｡また､必要に応 じ､重篤な合併症を有する患者を治療できる医療機関を

活用 しつつ､結核に関する実地医師教育の充実を図ることが望まれる｡また､大学医

学部を始めとする医師等の医療関係職種の養成課程等においてふ､結核に関する教育

等を通 じて､医師等の医療関係職種の間での結核に関する知識の浸透に努めることが

重要である｡

なお､結核医療に従事する医師や看護師が減少 している中で､地域における結核患

者の相談体制を確保するためには､国立病院機構病院等の地域の中核的な病院や結核

研究所などの関係機関がネットワークを強化するとともに､そのネ ットワークを有効

活用することが必要である｡

二 国における人材の養成

1 国は､結核に関する最新の臨床知識及び技能の修得並びに新たな結核対策におけ

る医療機関の役割について認識を深めることを目的として､感染症指定医療機関の

医師はもとより､一般の医療機関の医師､薬剤師､診療放射線技師､保健師､助産

師､看護師､准看護師､臨床検査技師等に対する研修に関しても必要な支援を行っ

ていくこととするC

2 国は､結核行政の第-線に立っ職員の資質を向上させ､結核対策を効果的に進め

ていくため､保健所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修の支援に関して､検
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討を加えつつ適切に行っていくこととする｡

三 都道府県等における結核に関する人材の養成

都道府県等は､結核に関する研修会に保健所及び地方衛生研究所等の職員を積極的

に派遣するとともに､都道府県等が結核に関する講習会等を開催すること等により保

健所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修の充実を図ることが重要であるC さら

に､これ らにより得 られた結核に関する知見を保健所及び地方衛生研究所等において

活用することが重要である｡また､感染症指定医療機関においては､その勤務する医

師の能力の向上のための研修等を実施するとともに､医師会等の医療関係団体におい

ては､会員等に対して結核に関する情報提供及び研修を行 うことが重要である｡

第七 普及啓発及び人権の尊重

- 基本的考え方

1 国及び地方公共団体においては､結核に関する適切な情報の公表､正 しい知識の

普及等を行 うことが重要である｡特に､国及び都道府県等並びに医療機関の情報共

有に当たっては､都道府県が実施する結核予防技術者地区別講習会等を通じ､連携

を図ることが重要であるCまた､結核のまん延の防止のための措置を講ずるに当た

っては､人権の尊重に留意することとする｡

2 保健所においては､地域における結核対策の中核的機関として､結核についての

情報提供､相談等を行 う必要がある｡

3 医師その他の医療関係者においては､結核患者等-の十分な説明と同意に基づい

た医療を提供することが重要である｡

4 国民においては､結核について正 しい知識を持ち､自らが感染予防に努めるとと

もに､結核患者が差別や偏見を受けることがないよう配慮することが重要である0

第八 施設内 (院内)感染の防止等

- 施設内 (院内)感染の防止

1 病院等の医療機関においては､適切な医学的管理下にあるものの､その性質上､

患者及び従事者には結核感染の機会が潜んでおり､かつ実際の感染事例も少なくな

いとい う現状にかんがみ､院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止並びに発

生時の感染源及び感染経路調査等に取 り組むことが重要である｡また､実際に行っ

ている対策及び発生時の対応に関する情報について､都道府県等や他の施設に提供

することにより､その共有化を図ることが望ましいQ

2 学校､社会福祉施設､学習塾等において結核が発生し､及びまん延 しないよう､

都道府県等にあっては､施設内感染の予防に関する最新の医学的知見等を踏まえた

情報をこれ らの施設の管理者に適切に提供することが重要である｡

3 都道府県等は､結核の発生の予防及びそのまん延の防止を目的に､施設内 (院内)

感染に関する情報や研究の成果を､医師会等の関係団体等の協力を得つつ､病院等､

学校､社会福祉施設､学習塾等の関係者に普及 していくことが重要である｡また､

これらの施設の管理者にあっては､提供 された情報に基づき､必要な措置を講ずる
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とともに､普段からの施設内 (院内)の患者､生徒､収容 されている者及び職員の

健康管理等により､結核患者が早期に発見されるように努めることが重要である｡

外来患者やデイケア等を利用する通所者に対 しても､十分な配慮がなされることが

望ましい｡

二 小児結核対策

結核感染危険率の減少､定期のBCG接種の徹底及び潜在性結核感染症の治療の推

進により､小児の結核患者数は著 しく減少 しているが､小児結核の診療経験を有する

医師及び診療に対応できる医療機関が減少 している｡そのため､法第十七条第-項及

び第二項の規定に基づく健康診断の迅速な実施､潜在性結核感染症の治療の徹底､結

核診断能力の向上､小児結核発生動向調査等の充実を図るほか､小児結核を診療でき

る医師の育成､小児結核に係る相談対応､重症患者-の対応等､小児結核に係る診療

体制の確保のための新たな取組が必要であるO

三 保健所の強化機能

保健所は､結核対策において中心的な役割を担っており､市町村からの求めに応 じ

た技術支援､法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の実施､感染症の診査に

関する協議会の運営等による適切な医療の普及､訪問等による患者の治療支援､地域

-の結核に関する情報の発信及び技術支援 ･指導､届出に基づく発生動向の把握及び

分析等様々な役割を果たしているO都道府県等は､保健所による公的関与の優先度を

考慮 して業務の重点化や効率化を行 うとともに､保健所が公衆衛生対策上の重要な拠

点であることに鑑み､結核対策の技術的拠点としての位置付けを明確にすべきである｡

第九 具体的な目標等

- 具体的な目標

結核対策を総合的に推進することにより､我が国が､近い将来､結核を公衆衛生上

の課題から解消することを目標 とする｡具体的には､成果 目標 として､平成三十二年

までに､り患率を十以下とするとともに､事業目標 として､全結核患者及び潜在性結

核感染症の者に対するDOTS実施率を九十五パーセン ト以上､肺結核患者の治療失

敗 ･脱落率を五パーセン ト以下､潜在性結核感染症の治療を開始 した者のうち治療を

完了した者の割合を八十五パーセン ト以上 とすることを目指すこととするC

二 目標の達成状況の評価及び展開

一に定める目標を達成するためには､本指針に掲げた取組の進ちょく状況について､

定期的に把握 し､専門家等の意見を聴きながら評価を行 うとともに､必要に応 じて､

取組の見直しを行 うことが重要である｡
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平成28年 結核登録者情報調査年報集計結果について当該年報は､平成28年 1月 1日から同年12月31日の間
た結核患者及び潜在性 結核感 染症( LTBI )の者 と8 2成辛

録
在
登

現に日た31新月2に年 れさに登録されているすべて
の登録者に関する状況について､感染症サーベイランスシステム(NESID)上
の結核登録者情報システムに全国の保健所から入力されたものを､ ｢結核登録者情報調査年報｣として取

りまとめたものである｡～表ごとの解説～

【表 1 諸外国と日本の結核羅患率について】結核羅患率 (人口10万
対)は､平成32年までに10以下を目指しているところ､平成28年の結核罷患率は13.9

であり､前年と比べ0.5ポイン ト減少している｡日本の結核羅患率は近隣アジア諸国に比べ低い水準にあり､米
国等他の先進国の水準に年々近づいている｡

【

表2 結核羅患率の都道府県別おもな順位について】都道府県別の結核

羅患率 (人口10万対)は､大阪府､東京都､愛知県､岐阜県､徳島県の

順に高 く､山形県､長野県､宮城県､秋田県､福島県の順に低 くなっている｡

大阪府の結核羅患率は22.0であり､同府の中でも大阪市の羅患率が最も高 く､32.8となっている｡ (表2､表7-2)

【

表3 結核の死亡数及び死亡率の年次推移について】平成28年の結核による死亡数
は1.889人(概数)で､前年の1.956人に比べ67人減少している｡死亡率 (人
口10万対)は､1.6から1.5に減少したが､死因順位は､

29位から28位と､ひとつ順位を上げている｡【表 4

新登録結核患者数及び罷患率の年次推移について】(1) 平成28

年に､新たに結核患者として登録された者の数 (新登録結核患者数)は17.62
5人で､前年より655人(3.6%)減少 している｡減少率を見ると

､平成26年から平成27年にかけての減少率は6.8%(19,615人-18,280人)であることから､減少幅は3.2ポイ



(2) 平成28年の罷患率 (人口10万対)は13.9であり､前年の14.4
より0.5(3.5%)減少 している｡減少率を見ると､平成26年から平
成27年にかけての減少率は6.5%であることから､減少幅は3.0ポ
イン ト小さくなっている｡(表4- 1､図 1)

(3) 菌噂疲塗抹陽性肺結核の患者数は6,642人で､前年より489人 (6.9%)
減少 している｡(表4- 2)

(4) 菌暗疲塗抹陽性肺結核の羅患率 (人口10万対)は5.2であり､
前年の5.6より0.4減少 している｡菌暗疾塗抹陽性肺結核の患者が
全体に占める割合は37.7%で､前年と比べて1.3ポイン ト減少 して
いる｡(表4-2)

【表 5 年次別 ･年齢階級別 新登録結核患者数および潜在性結核感染症
新登録者数について】

(1) 年齢階級別の新登録結核患者数では､0-14歳の小児結核で8
人増加 している｡また､15-19歳で27人､20-29歳で108人増加
している｡高齢層では､70-79歳で最も大きい350人の減少とな
ったが､90歳以上では165人の増加となっている｡各年齢階層別
で全体に占める割合は､80-89歳が29.2%と最も多くなっている
が､平成26年以降増加傾向は見 られない｡一方､90歳以上では
105%となっており､増加傾向にある｡(表 5-1)

(2) 年齢階級別の菌暗疲塗抹陽性肺結核新登録患者数は､10-19歳で
8名の増加であったが､20-29歳では10人の減少となっている｡減

少幅は70-79歳が最も大きく､156人の減少となっている｡各年齢

階層別で全体に占める割合は､80-89歳が33.3%と最も大きくな

っている｡ (表 5- 2)

(3) 平成28年に登録された小児結核患者 (15歳未満)のうち､重症
結核例である粟粒結核及び結核性髄膜炎患者数は2人 (いずれも

0歳児)であったが､うち 1人は粟粒結核と結核性髄膜炎の併発

であった｡ (表 5- 3)

(4) 平成28年に新たに登録された潜在性結核感染症の者の数は
7,477人で､前年より802人の増加となっている｡年齢階級別では､
60-69歳で241人の増加 と最も大きくなっている｡また､20-
29歳でも150人の増加となっている｡ (表 5-4)



(5) 新登録結核患者数に対する潜在性結核感染症新登録者数の比

は､14歳以下の年齢で1以上となっており､潜在性結核感染症新
登録患者数の方が多くなっている｡15歳以上の年齢階級では､い

ずれも1未満となっており､新登録結核患者数の方が多くなって
いるO (表5- 5)

(6) 織業別では､全体の潜在性結核感染症新登録者数に占める医療職の割

合が､前年の26.8%から24.9%に減少 している｡一方､無職 ･その他
が全体に占める割合は､前年の25.2%か ら27.9%と､平成24年の
12.7%から2倍以上の増加となっている｡ (表5-6)

(7) 外国生まれ新登録結核患者数は､前年から174人増加 し､1,338人と
なった｡最も増加 したのは20-29歳であり､前年から147人増加
し､712人となっている｡また､20-29歳の新登録結核患者におけ
る外国生まれの者の割合も前年から7.6ポイントの増加し､57.7%となっ
ている｡ (表5-7)

(8) 外国生まれ新登録結核患者のうち､入国5年以内の者は､前年
の505人から103人増加 し608人となった｡特に20-29歳の年齢階
級では､前年から81人増加 し､432人となっている｡(表5-8)

【表 6 年次別 ･年齢階級別 結核羅患率について】

(1) 年齢階級別の結核羅患率は､高齢層ほど高く､60-69歳で12.0､70-
79歳で24.5､80-89歳で60.8､90歳以上では96.3となっている｡
(表 6- 1)

(2) 菌噂疲塗抹陽性肺結核の雁患率も､同様に､高齢層ほど高 く
なっている｡70歳代までは10未満であったが､80-89歳で26.2､

90歳以上では45.1となっている｡ (表 6-2)

【表7 新登録結核患者数及び結核羅患率 都道府県別 ･年次推移について】

(1) 都道府県別の新登録結核患者数は､47都道府県のうち10の都府
県で増加 している｡新登録結核患者数が最も多いのは東京都の

2,340人で､次いで大阪府の1,945人となっている｡ (表7-1)

(2) 都道府県別の結核罷患率は､47都道府県のうち12の都府県で増
加 している｡一方､結核低まん延の水準である擢患率が10を下回



った県は､前年の9県から10県に増えている｡最も低い山形県の

結核羅患率は7.2となっている｡ (表7- 2)

【表 8 年末時結核登録者数及び有病率の年次推移について】

平成28年末現在の結核登録者数は42,299人と､前年の44,888人より

2,589人減少 している｡そのうち､活動性全結核の患者数は11,717人と､

前年より817人減少している｡また､平成28年末の結核有病率は､前年の
9.9から0.7減少 し､92となっている｡(表 8)

【表9-表 14 新登録結核患者の疫学的特徴について】

<再治療患者>

平成28年新登録結核患者のうちの再治療患者は､千人を下回って908

人となっている｡このうち､前回治療年が2000年以降の者は567人で､さ

らに2010年以降の者が430人と再治療患者のうち47.4%となっている｡
(表9)

<発見の遅れ>

(ア) 平成28年の新登録肺結核患者のうち有症状の者の中で､受診が遅

れる (症状発現から受診までの期間が2か月以上の割合)患者の割合は､
19.7%となっている｡このうち30-59歳の有症状菌暗疲塗抹陽性肺

結核患者に限定すると､受診が遅れる患者の割合は33.3%となって

いる｡(表10-1)

(イ) 診断が遅れる (受診から結核の診断までの期間が 1か月以上)

患者の割合は､22.0%となっている｡ (表10-2)

(ウ) 発見が遅れる (症状発現から結核の診断までの期間が 3か月以

上)患者の割合は､19.6%となっている｡ (表 1̀0-3)

<薬剤耐性>

平成28年の新登録肺結核培養陽性結核患者9,878人のうち､薬剤感受

性検査結果が判明した者は7,732人で､78.3%となっている｡このうち､

多剤耐性肺結核患者数(川H.RFP両剤耐性の者)は49人で､新登録肺結核
培養陽性結核患者の0.5%となっている｡また､薬剤感受性検査結果が判

明 した者のうち､主要4剤(‥RSE)全ての薬剤に対 し感受性のある患者の



割合は89.7%となっている｡(表11)

<糖尿病､HIV合併>
平成28年の新登録結核患者のうち､糖尿病合併患者は2,509人で､新
登録結核患者の14.2%となっている｡また､HIV検査を実施 した患者は
1.600人で､新登録結核患者の9.1%にあたり､このうちHIV陽性は44人で､
新登録結核患者の0.2%となっている｡(表12)
i

<医療従事者>

(ア) 平成28年の新登録結核患者のうち､看護師 ･保健師からの登録
患者は191人で､新登録結核患者のうちの1.1%となっている｡年齢
階級別では､30-39歳の層が最も多く､同年齢階級新登錬結核患
者の5.3%となっている｡ (表13-1)

(イ) 平成28年の新登録結核患者のうち､医師の登録患者は40人で､
新登録結核患者の0.2%となっている｡年齢階級別では､40-49歳
における割合が最も大きく､同年齢階級新登録結核患者の0.7%と
なっている｡ (表13-2)

(ウ) 平成28年の新登録結核患者のうち､理学療法士､作業療法士､
検査技師､放射線技師など､看護師 ･保健師 ･医師以外の者で医

療機関に勤務する者の登録患者数は231人で､新登録結核患者の
1.3%となっている｡年齢階級別では､30-39歳における割合が最
も大きく､同年齢階級新登録結核患者の5.2%となっている｡
(表13-3)

<無職臨時日雇など>

平成28年の新登録結核患者のうち､登録時の年齢が20-59歳であり､
登録時の職業が無織臨時日雇等であった者は1,105人で新登録結核患者
の23.2%となっている｡年齢階級別での患者数は､高齢層ほど多くなっ
ており､55-59歳では､同年齢階級の35.9%を占めている｡
また､男性の患者に占める無職臨時日雇等の者の割合は55-59歳が最
も割合が大きく､33.5%となっているが､昨年から7.3ポイン ト減少 して
いる｡ (表14-1､14-2)



国 名 罷 患 率 年

次米 国 2.8

2015カナダ 4.

6 2015オランダ

5.0 2015オーストラリア 5.2 2015

デンマーク 5.6 20

15イタリア 5.8

2015フランス

7.0 2015ドイツ

7.0 2015スウェーデン 8.0 2

015英 国 9.0 2

015日 本 13

.9 2016シンガポール 39

2015中国 58

2015韓国 75 20

15タイ 91 20

15ベ トナム 108 2

015インドネシア 128 2015フィリピン 275 2015

諸外国のデータは､下記より転記Downl

oadWHOTBburdenestimates[830kb]TB_burden_coun

t:rleshttp:〟www.who.int/tVcountⅣ/d

ata/download/en/結核羅患率 (人口10万対)は､平成32年ま

でに10以下を目指 しているところ､平成28年の結核羅患率は13.9であり､前年 と比べ0.5ポイ



都道府県名 罷 患

率罷患率の低い5都道府県 山形

7.2長野 7.9

宮城 7.9

秋田 8

.5福島 8.6罷患率の高い5都道府県 大阪

22.0東京 17.2

愛知 16

.9岐阜 16.3徳島

16.0同率の場合は小数点2位以下で順位を決定都道府県別の結核罷患率 (人

口10万対)は､大阪府､東京都､愛知県､岐阜県､徳島県の順に高 く､山形県､

長野県､宮城県､秋田県､福島県の順に低 くなっている○大阪府の結核羅患率は22_0であり､同府の



(注)死亡率は人口10万対人口動態統計より｡平成28年は概数.平成28年の結核による死亡

数は1,889人(概数)で､前年の1,956人に比べ67人減少している｡死亡率 (人口10万対)は､1.6から1.5に減少したが



4-1.新登良結核患者数及び程患奉の年2

区 分 全結核 (新分類) 全結核 (rEl分

類)実数/前年比 /前年比 実数/前年比

/前年比平成4年 41,033 32.4 4

8.956 39.3平成 5年

38.0 △1.3平成 6年 35.7 △2,3

平成7年 34.3 △1.4平成8年

42.472 △ 606 33.7 △0.6平成 9年 42.715t 243

33,9 ■0.2平成10年 34.8 0.9

平成11年 34.6 2.2

平成12年 31_0 △

3,6平成13年 27

.9 △3.1平成14年

25.8 △2.1平成15年

24,8 △1,0平成16年 23.3 △1.5

平成17年 22.2 △1.1平成18年

20_6 △1,6平成19年 19.8

△0.8平成20年 24.

760 △551 19.4 △0.4平成21年 24.170 △590 19.0

△0_4平成22年 18.2 △0.8平成23年 22.681 △580 17.7 △0.5

平成24年 16.7 △

1.0平成25年 20.495 △788 1

6.1 △0.6平成26年 19,615 △880 15.4 △0.7平成27年

14.4 △1.0平成28年 17,625 △655 13.9 △0,5平

成28年に､新たに結核患者として登録された者の数 (新登録結核患者数)は17,625人で､前年より655人(3.6%)減少し

ている｡減少率を見ると､平成26年から平成27年にかけての減少率は6.8%(19,615人-

18,280人)であることから､減少幅は3.2ポイント小さくなっている｡平成28年d)罷患率 (人口10万対)は13.9であり､前年の1



4-2 新登重量結核患者及び擢患垂の年次推移 (薗暗疲準抹陽性肺結核患

区分 菌噂疲塗抹陽性患者の割合(%′全結核) 菌塗抹陰性患者の割合(%/全轄核)(再掲)
(再掲)実数′前年比 確患率 実数

′前年比 罷急事平成4年 13,405 10.6 32.7 15

.540 12.5 31.7平成5年 15,210

△330 12,2 △0.3 32.1平成6年 14

.777 A433 ll.8 △0,4 33.1平成7年

15,103 326 12.0 0_2 35.1平成8年 15.035 △ 68 ll.9 △0.1 35.

4平成9年 15.967 932 12,7 0.8

37.4平成10年 16.294 327 12.9 0.2 37,0

平成11年 ll_4 0.8 33.1平成12年

10.4 △1.0 33.6平成13年 12.

656 △ 564 9.9 △0.5 35.7平成14年

ll,933 △ 723 9.4 △0.5 36,4平成15年 ll,857 △ 76 9.3 △0.1 37.5

平成16年 ll.445 △ 412 9.0 △0.3

38_5平成17年 ll.318 △ 127 8.9 △0

,1 40.0平成18年 10.492 △ 826

8,2 △0.7 39.8平成19年 10,204 △

288 8.0 △0.2 40,3平成20年 9,

809 △ 395 7.7 AO.3 39.6平成21年

9.675 △ 134 7.6 △0.1 40_0平成22年 9,019 △ 656 7.0 △0.6 38.

8平成23年 8.654 △ 365 6.8 △0.2

38.2平成24年 8.237 △ 417 6.5 △

0.3 38,7平成25年 8.l19 A ll8

6.4 △0.1 39_6平成26年 7.651 △ 468 6.0 △0.4 39

.0平成27年 7,131 △ 520 5_6 △0_4 39.0平成28年

6,642 △ 489 5_2 △0.4 37.7菌暗疲塗抹陽性肺結核の患者数は6,642人で､前年より48



図1.結核罷患率の推移(全結核)
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5-1.年次別 ･年齢階級別 新登録結核遠
(( )内は構成比)

区 分 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平

成 28年* & 21.283 (100.0) 20,495 (100.0) 19.615 (100.0) 18,280 (100,0) 17,

625 (100.0)0-4歳 30 (0.1) 27 (0_1) 17 (0.1)

29 (0.2) 26 (0.1)5-9歳 12 (0.1) 14 (0,1) ー5

(0.1) 9 (0.0) ll (0.1)10-14歳 21 (0.1) 25 (0.1

) 17 (0.1) 13 (0.1) 22 (0.1)15-19歳 165 (0.8) 165 (

0.8) 168 (0.9) 163 (0.9) 190 (1.1)20-29歳 1,288 (6.1) 1,196 (

5.8) 1.188 (6.1) 1,127 (6.2) 1,235 (7_0)30-39鼓 1.528 (7.2)

1.317 (6.4) I,235 (6.3) 1.101 (6.0) 1.004 (5_7)40-49歳 1.600 (

7.5) 1,496 (7.3) 1,440 (7.3) 1.363 (7.5) 1.228 (7.0)50-59歳 1,795 (8_4) 1,665 (8.1) 1.514 (7.7) 1.351 (7.4) 1,295 (7.

3)60-69歳 3.012 (14.2) 2,597 (13.2) 2.359 (12_9) 2.213 (12.6)70-79歳 4.595 (21.6) 4,359 (21.3) 4.028 (20_5) 3,757 (20.6) 3,407 (19

.3)80-89歳 5,753 (27.0) 5,856 (28.6) 5.753 (29_3) 5,317 (29.

1) 5,138 (29.2)90歳以上 1.484 (7,0) 1,542 (

7.5) 1.643 (8.4) 1.691 (9.3) 1,856 (10,5)年齢階級別の

新登録結核患者数では､0-14歳の小児結核で8人増加している｡また､15-19歳で

27人､20-29歳で108人増加している｡高齢層では､70-79歳で最も大きい35

0人の減少となったが､90歳以上では165人の増加となっている｡各年齢階層別で全体に占める割合は､80-89歳が29.2%と最も多くなっているが､平成26年以降増

加傾向は見られない｡一方､90歳以上では10.5%となっており

､増加傾向にある｡5-2,年次別 ･年齢階級BlI 蘭醸癌塗扶陽性肺結核新登録轟 く( )内は構成比)区 分 平成 24年 平成 25年

平成 26年 平成 27年 平成 28年総 数 8,237 (100_0) 8,119 (100.0) 7,651 (100.0) 7.131 (100.0)

6,642 (100.0)0-4歳 1 (0.0) 0 (0,0) 0 (0.0

) 1 (0.0) 0 (0.0)5-9歳 0(0.0) 0 (0.0) 0 (0.0

) 0 (0.0) 0 (0,0)10-ー4歳 4 (0.0) 0 (0.0) 1 (0_0) 1

' (0.0) 3 (0.0)15-19歳 40 (0.5) 49 (0.6) 36 (0.5) 4

1 (0.6) 47 (0.7)20-29歳 337 (4.1) 357 (4.4) 329 (4.3

) 292 (4.1) 282 (4_2)30-39歳 448 (5.4) 4ー2 (5.1) 3

41 (4.5) 348 (4.9) 282 (4.2)40-49歳 555 (6.7) 523 (6.4) 480 (6.3

) 454 (6_4) 386 (5.8)50-59歳 680 (8.3) 663 (8.2) 597 (7.8) 535 (7_

5) 453 (6.8)60-.69歳 一.161 (14.1) 1,1ー9 (13.8) 1,0ー0 (13.2) 935 (1

3.1) 852 (12.8)70-79歳 1,801 (21.9) 1.682 (20.7) 1

,578 (20.6) 一,408 (19_7) 1,252 (18.8)80-89歳 2.532 (30.7) 2,610 (32.1) 2.557 (33.4)

2.347 (32.9) 2.215 (33_3)90兼以上 678 (8.2) 704 (8.7)



5-3.年次別 .年齢階級別 新登鼓小児結核 中の粟粒結核 および絵棲性歯 隙炎貞

平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平

成 28年区 分 ､ 粟粒結核 結核性 粟粒結核 結核性 粟粒結核 結核性髄膜炎 粟粒溝核 結核性 粟粒結核 結核性lE)髄膜炎 mE)髄膜炎

IIF)髄膜炎 1El髄膜炎合計 0 1 0 2 2 5 1 1

1 20- 4歳 0 1 0 2
1 2 0 1 1 25- 9歳 0

0 0 0 0 3 0 0 0 010-14歳 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0合計は小児結核(0-1

4歳)の合計､粟粒結核と結核性髄膜炎の重複あり平成28年患者

の詳細粟粒結核､結核

性髄膜0歳､日本出生1名､BCG接種歴不明｡結核性髄膜炎

0歳､日本出生1名､BCG接種歴不明｡平成27年患者の

詳細粟粒結核

12歳､日本出生1名､BCG接種歴不明｡結核性髄膜炎

0歳､日本出生1名､BCG接種歴不明｡平成26年患者の詳細

粟粒結核､結核性髄膜0歳､El本出生1名､BCG接種歴無

し｡粟粒結核 14歳､外国出生1名､BCG接種歴不明

o結核性髄膜炎 0歳､日本出生1名､BCG接種歴あり

｡結核性髄膜炎 5歳､El本出生1名､BCG接種歴

不明｡結核性港膜炎 9歳､日本出生1名､BCG接種歴ありo結核性髄

膜炎 9歳､外国出生1名､BCG接種歴あり｡平 成 28年 に登録 された小児結核患者 (15歳未満)の うち､重



5-4.年次別 .年齢階級別 潜在性結核感染症 (LTBI
(( )内は構成比)

区 分 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平

成 28年総 数 8,77ー (100.0) 7.147 (100.0) 7.562 (100.0) 6.675 (100.0) 7,

477 (100.0)0-4歳 499 (5.7) 493 (6.9) 514 (6_8) 42

0 (6_3) 419 (5,6)5- 9# 219 (2.5) 163 (2.3) 140 (1

.9) 131 (2.0) 96 (1.3)10-14歳 177 (2.0) 202 (2.8)

86 (1.1) 110 (I.6) 83 (1.ー)15.-19歳 276 (3.ー) 188 (

2.6) 173 (2.3) 124 (1.9) 162 (2.2)20-29鼓 1,632 (18,6) 1,047 (

14.6) 1.017 (13.4) 746 (ll.2) 896 (12_0)30-39歳 1,769 (20.2)

1,202 (16,8) 1.162 (15.4) 933 (14.0) 888 (ll.9)40-49歳 1,681 (19.2)

1.286 (18.0) 1.347 (17_8) 1,042 (15.6) 1.148 (15.4)50-59歳 1,322

(15.1) 1.173 (16.4) 一,212 (16.0) 1.063 (15.9) 1.200 (16.0)60-69歳 805 (9_2) 819 (ll.5) 1,050 (13.9) 1.020 (15.3) 1

.261 (16.9)70-79歳 272 (3.1) 413 (5,8) 600 (7.9)

709 (10.6) 839 (ー1.2)80歳以上 119 (1.4) 161 (

2.3) 261 (3.5) 377 (5.6) 485 (6.5)平成28年に新たに登録された潜在性結核感染症の者の数は7,477人で､

前年より802人の増加となっている○年齢階級別では､60

-69歳で241人の増加と最も大きくなつている○また､20-29歳でも150人の増加となっているo

り 薪登急結棲患者数

に対す る潜在性結綾感染症 (LTBl)(比.潜在性結核感染症新登録者数/新堂緑結核患者数

)5-5 年次別 ･年齢階三新登録者数の比区 分 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年

平成 28年絵 数 0.4 0,3 0.4

0_4 0_40-4歳 16.6 18.3

30.2 14,5 16_15- 9歳 18

.3 ll.6 9.3 14.6 8.710-14歳 8.4 8.1 5,1 8.5

3.8ー5-19歳 1.7 1.1 1.0

0.8 0.920-29歳 1.3 0.9

0.9 0.7 0.730-39歳 1.

2 0.9 0.9 0.8 0.940

-49歳 1.1 0.9 0,9 0.8 0.950-59歳 0

.7 0,7 0.8 0.8 0.960-69歳 0.3 0.

3 0.4 0.4 0,670-79歳 0.1 0.1 0.1 0.



5-6_年次別 ･職業別 潜在性結枝盛 重た症 (LTBl
(【 )内は♯成比)

区 分 平成24年 l 平成25年 平成26年 平成27年 平成2
8年総 数

1.1看護師.良性師 896 (13.

4) 940 (12_6) I.0医師 370 (4.2) 222 (3.1) 183 (2.4)

137 (2.1) 169 (2_3) 一.2992 (日.3) 820 (ll.5) &58 (

ll.3) 752 (ll.3) 750 (10_0) 一.0接客業等 238 (2.7) 228 (

3.2) 214 (2.8) 2ー8 (3.3) 206 (2_8) 0_9散見.保育士 75 (a.9) 73 (一.0) 82 (1.1) 64 (1.0) 74 (1_0) 1_2

1.2309 (3.5) 253 (3.5) 253 (3.3) 223 (3_3) 359

(4.8) 1_6183 (2.1) 186 (2.6) 208 (2.8) 2ー4 (3.2) 2

30 (3.1) 一.1家事従事者 201 (2.3) 161 (2.3) 170 (2.2) 145 (2.2) 144 (1.g)

1.0無恥.その他 1_2乳幼児 395 (4.5) 380 (5

.3) 382 (5.1) 332 (5.0) 343 (4.6) 1.0488 (5.6)
445 (6.2) 325 (4.3) 314 (4.7) 243 (3.2) 0.8440 (5_0) 332 (4_6) 418 (5_5) 287 (4.3) 410 (5.5

) 1.4不明 ー47 (1.7) 154 (2.2) 125 (1.7) 202 (3.0)

129 (1.7) 0.6職業別では､全体の潜在性結核感染症新登録者数に占める医療職の割合が､前年の 26

.8%から24.9別こ減少 しているO-方､無職 .その他が全体に占める割合は､前年の 25.2%から2

7.9%と､平成 24年の 12.7%から2倍以上の増加となっているo5-7,年次別 ･年齢階級別 外匡l生まれ新

登録結核,a (( )内は新登録に占める割合)区 分 平成 24年 平成 25年

平成 26年 平成 27年 平成 28年総 数 一,069 (5.0) 1,064 (

5.2) 1.101 (5.6) 1.164 (6.4) 1,338 (7.6)0-4歳
2 (6.7) 1 (3.7) 3 (ー7_6) 3 (10.3) 2 (7.7)5- 9歳 2 (1

6.7) 2 (14.3) 2 (ー3_3) 0(0.0) 3 (27.3)10-ー4歳 3 (14.3)

4 (16.0) 3 (ー7.6) 6 (46.2) 7 (31.8)15-ー9歳 42 (25.5) 48

(29.ー) 56 (33.3) 57 (35.0) 82 (43,2)20-29歳 468 (36.3

) 494 (41.3) 511 (43.0) 565 (50.1) 712 (57.7)30-39歳 237 (ー5.5) 225 (17.1) 243 (ー9.7) 252 (22.

9) 258 (25,7)40-49歳 ー81 (日.3) 147 (9.8) 151 (

ー0.5) 134 (9.8) 139 (1ー_3)50-59歳 63 (3.5)

65 (3.9) 71 (4.7) ノ74 (5.5) 66 (5.1)60-69歳 33 (1.1) 30 (1.1) 26 (1.0) 27 (1.1) 33 (1.5

)70-79歳 17 (0_4) 25 (0.6) 16 (0.4) ー9

(0.5) 15 (0.4)8



蔓結核患者数 (入国5年以内､再格)
(( )内は全外国生まれ新登録患者に占める割合)

5-8 年次別 ･年齢階級別 外匡l生

区 分 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平

成 28年総 数 400 (37,4) 432 (40.6) 437 (39.7) 505 (43.4)

608 (45.4)0-4歳 1 (50_0) 1 (100.0) 1 (33.3)

2 (66.7) 1 (50.0)5- 9歳 0(0.0) 2 (一oo,0)

2 (100.0) 0 ( -) 0(0.0)10-14歳 3 (100.0) 4 (100.0

) 1 (33.3) 3 (50.0) 5 (71.4)15-19歳 27 (64.3) 28 (5

8.3) 37 (66_1) 33 (57.9) 44 (53.7)20-29歳 271 (57.9) 30

3 (6一.3) 301 (58.9) 351 (62.1) 432 (60.7)30-39歳 64

(27_0) 62 (27.6) 60 (24.7) 79 (3一.3) 89 (34,5)40-49歳 18 (9_9) 15 (10.2) 20 (13.2) 17 (12.7) 20 (14

.4)50-59歳 8 (12.7) ■3 (4.6) 6 (?.5) ll (14_

9) ll (16.■7)60-69歳 5 (15.2) 8 (26.7) 8 (30.

8) 1 (3.7) 2 (6.1)70-79歳 3 (17.6) 4 (1

6_0) 1 (6.3) 6 (31.6) 4 (26,7)80歳以上 0(0

.0) 2 (8.7) 0(0_0) 2 (7.4) 0(0.0)外国生まれ新登録結核患者



6-1.年次別 .年齢階級 別 結核権農事 (人口10万奏

区 分 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平

成 28年総 数 16.7 16.1 15.4

14.4 13.90- 4歳 0.6 0.
5 0.3 0.6 0.55- 9歳 0

.2 0.3 0.3 0.2 0.210-14歳 0.4 0.4 0.3 0.2 0.

415-19歳 2.7 2.7 2.8 2

.8 3.120-29歳 9.7 9.1

9.2 9.0 9.830-39歳 8.9

7.9 7.7 7.1 6.540-49歳

9.1 8.3 7.8 7.5 6.550-59歳

日.5 10.8 9.8 8.8 8.460-69歳 16.3 15.4 14.3 13.1 12.0

70-79歳 33.7 31.4 28.4 26

.9 24.580-89歳 77.6 76.2 72.5 66.0 60.8

90歳以上 97.1 95.6 95.7 92.

0 96.3年齢階級別の結核羅患率は､高齢層ほど高く､60

-69歳で12.0､70-79歳で24.5､80-89歳で60.8､90歳以上では96.3となっているo

6- 2.年次別 ･年齢 階級別 結後程患率 (菌暗療準抹

陽性肺結核薦区 分 平成 24年 平成 25年

平成 26年 平成 27年 平成 28年総 数 6.

5 6.4 6.0 5.6 5.20- 4歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5- 9歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0

.010-14歳 0.1 0.0 0.0
0.0 0.115-19歳 0.7 0.8

0.6 0.7 0.820-29歳 2.5

2.7 2.6 2.3 2.230-39歳 2.

6 2.5 2.1 2.3 一.840-49歳 3

.1 2.9 2.6 2.5 2.050-59歳

4.4 4.3 3.9 3.5 2.960-69歳 6.3

6.1 5.6 5.2 4.670-79歳 13.2 12.1



都道府県名 備考

全 国 2一.283 20.495 19.615 18.280 17.625 8.237 8.119 7.651
7.131 6,642北海道 586 553 568 533 518

245 207 228 216 163十 〇 T83 176 185 柑2 171 85 91 76 81 72
岩 手 166 149 158 136 131 61 64

61 54 54宮 城 231 223 209 198
ー85 96 gO 89 75 87秋 田 137 10

8 gB 87 86 57 4g 38 29 43LIJ サ 115 131 119 82 BO 34 53 6ー 27 22
福 JL 19■ 22B 185 188 163 73 log

81 83 tH茨 城 401 382 3B7 345 3
54 I 154 139 133 109 115栃 木 266 231 252

229 218 ー06 86 101 89 88群 馬 232 228

204 192 183 97 82 85 63 68斗 i 1,100 1.050 1
.018 955 979 I 455 409 417 347 358干 葉 8Zl8 921 876 878 908 I 319 335 33ー 315

312東 京 2,874 2,671 2,533 2,306 2.
340 I LO76 1.OD6 927 877 848神麦Jll 1,395 1.353 1,329 1,311 1.192

528 527 496 462 424薪 渇 272 26g 214 232 216 97 98 74 100
81富 山 ー40 152 T31 t25 117 49 57 5

1 45 4ー石 川 161 ー52 14g ー49 126 65
57 50 65 一日籍 井 99 =)9 108 72 87 I 40 20

35 18 27LIJ 梨 100 65 77 73 72

51 21 33 28 28長 野 203 194 170
175 ー65 92 73 74 82 72岐 阜 380 37

6 342 314 329 I 152 145 123 128 114静 岡 543 560
510 442 425 187 226 200 173 179愛 知 1.419 一.424 1,305 1,199 1,270 I 557

598 521 458 478= ! 252 239 237 244
241 90 98 76 92 84滋 賀 170 182 166 157 152 58 74 62

68 55京 都 474 456 498 376 410
I ー83 192 19ー 149 155大 阪 2.40D 2.336 2.168 2.074 1.945 I.O30 1.019

897 901 837兵 庫 1.096 1.098 1.036
945 844 436 456 416 388 331奈 良 285 244 230 230 191 96 93 10

4 90 75軸rrLJJ 185 202 190 150
131 74 76 8D 55 59書 取 80 76 87

90 66 24 23 32 34 24島 根 128
日0 95 ーD之 87 49 44 28 38 24岡 山 283 232 254 235 208 99 83 96 99

83広 島 411 383 386 324 324 175
168 143 13g 120山 口 260 227 163

tB7 178 98 8g 68 66 45徳 島 164 ー3ー t24 tO6 120 丁 52 36 56 39
44香 川 ー66 ー77 171 t44 138 62 66 67 51 58

I + TB9 ー7ー ー88 ー67 T33 77
64 69 63 44高 知 98 109 112 108 92

46 56 49 36 39福 岡 849 816 774
773 720 293 BOO 291 279 242佐 兼 t43 川9 127 135 ー06 62 64 53 65 49

長 格 286 278 307 217 218 I 103
ー06 99 7Zl 79熊 本 289 277 281 2B2 232 1ー0 104 100 104 9

8大 分 207 228 203 199 ー85 88 1
06 86 100 88宮 崎 t†o 157 169 161 143

70 81 89 87 66鹿児島 314 261 281
257 245 93 96 117 99 94沖 縄 299 251 2

41 214 203 93 83 97 87 73指定都市

(再掲)札 幌 180 188 1gD 183 160
66 63 64 67 46仙 台 Hl 101

102 93 B7 48 44 42 34 37さいたま 198 190 18B 16B 182 I 86 67 89 65 74千 葉 150 149 154 157 158

I 64 56 52 63 57横 浜 611 554 57B 565 538 244 209 203 210 183JIr lf 264 270 229 226 249 I 89 109 93 64 85
相模原 97 109 96 7!l 57 35 37 33 25 23



林道府A名 24年 fE怠25年 辛 (人ロー026年 万対)27年 28年 ++ 10万

対)28年全 国 16_7 16,1 15.4 14.4 ー3.g 6rS

6_4 6_0 5.6 5.2北海道 10_7 10_2 10_5 9_9
9_7 4.5 3.8 4.2 4.0 3.0青 森 13_6 13_2 1

4_0 13,9 13_2 6.3 6_8 5_8 6.2 5.6岩 手 12,7 ll.5 12.3 川.6 10.3 4.7 4_9 4_7

4.2 4.3宮 ■ 9.9 9.6 9_0 8_5 7.g 03 4,1 3.g

3.8 3.2 3.7軟 EE] 12,9 10.3 9.5 8.5 8.5

ー04 5_4 4_7 3_7 2.8 4.3山 形 10.0 1lr5

10_5 7_3 7.2 01 3.D 4.6 5.4 2.4 2.0括 A 9.9 ー1.7 9.6 9.8 8.6 05 3_7 5,6 4,2 4.3

3.2茨 城 13_6 t3_0 13_3 ll_8 12.2 I 5.2

4_7 4_6 3.7 4.0栃 木 13_4 ー1.6 12.7 ll.6 1
十1 5.3 4.3 5.ー 4.5 4.5# J; 日.6 T1.5 lQr

3 9.7 9.3 ■+9 4.I 4_3 3.2 3.5埼 玉 ー5.3 14
.5 14.ー 13.2 ー3.4 I 6.3 5_7 5_8 4.8 4.9千 集 14_3 14.9 14.I t4.I 14.5 I 5.1 5.4 5.

3 5.I 5.0東 京 21.7 20.1 18.9 ー7.ー 17_2ー△2 8.ー 7_6 6_9 6.5 6.2+#Jll t5.4 14.9 1

4.6 ー4.Jl 13,0 5.8 5.8 5.5 5.1 4.6* 渇 日.6 ll.5 9.3 10.1 9.4 4.1 4.2 3.2 4.3
3.5吉 山 ー2.9 14_1 12.2 ll.7 1L0 4.5

5.3 4.8 4_2 3_g石 川 13,8 13.1 12.g 12.9 10.

9 5.6 4.g 4.3 5_6 3_6福 井 12.一 13_7 13_7

9_1 111 I 5_0 2.5 4.ll 2.3 3.5LJJ St 1トー

7_7 9_2 8_7 8_7 6.0 2_5 3.g 3.4 3.4長 野 9.5 9.1 8.1 8.3 7,9 02 4.3 3.4 3.5 3_

9 3_4岐 阜 18_Jl 18_3 相_8 15_4 16_3 丁△4 ー+■
7_1 6_¢ 6_3 5_6PI II 14_5 15_0 13_8 ll_9 ll_5

5_0 6.1 5.4 4.7 4.9愛 知 19,1 19.1 17,5
16,0 16_9 ー△3 7.5 8_0 7.0 61 6_4三 王 13.7 ー3.0 13.0 13.4 13.3 4_9 5_3 4_2 5_1 4

.6ま jt 12_0 12_9 ll_7 111 10r8 4_1 5_2
4.4 4.8 3.9真 水 18_1 17_4 19_1 1一+■ 15.7

I 7.0 7.3 7.3 Sr7 5_9大 lE 27.1 26.4 24.
5 23.5 22.0 △1 ll.6 ll.5 10.2 10_2 9_5兵 庫 1g_7 19_8 18_7 17_1 15.3 7.8 8_2 7_5 7

.0 6.0奈 良 20.5 ー7.6 16_7 ー6.8 14.1 6r9 6.

7 7.6 6.6 5_5和歌山 18_7 20.6 19.6 15_6 t3
.7 7_5 7_8 8_2 5.7 6_2鳥 取 13.8 13.2 1

5.2 ー5.7 日.6 4.ー 4.0 5.6 5.9 4.2JL + 18.1 15.7 13.6 ー4.7 12.6 6.9 6r3 4_0 5.5

3.5用 山 14.6 12.0 13.2 12.2 10_9 5.ー 4.
3 5.0 5.2 4.3広 島 14.4 13.5 13.6 ll.Jl 1一.

4 ー 6.1 5.9 5.0 4.9 4.2山 口 18.2 16_0 ll

.6 13.3 12.8 6.9 6.3 4.8 4.7 3.2+ JL 21_1 17,0 16.2 14.0 16_0 T△5 6.7 4.7 7.3 5

,2 5.9● 川 16.8 18.0 17.4 14.7 14.2 6.3 6

.7 6.8 5.2 6.0* * 13.4 12_2 13.5 12_1 9.7 5.4 4.6 4

.9 4.5 3.2高 知 13.0 14.6 15.2 14.8 12
.8 6.1 7.5 6.6 4.9 5.4tL II 16_7 16

_0 15_2 15_1 ill 5_8 5.9 5.7 5.5 4.7佐 東 17_0 17_7 T5_2 16_2 12_8 7_4 7.6 6.3 7.8

5.gt ■ 20_3 1g_9 22_1 15_7 15_9 I 7_3
7.6 7.I 5_7 5.8熊 本 16.0 15.4 ー5.7 15.8 13,

ー 6.1 5.8 5.6 5.8 5.5大 分 17_5 1g_3 17_3

･17_1 16.0 7_4 9.0 7.3 8.6 7.6干 ■ 15.1 14.0 ー5,2 14_6 13_0 6,2 7.2 8.0 7.9
a.0虎児JL 18.6 15rS TG.8 15.6 15.0 5.5

5.7 7_0 6_0 5_7沖 縄 21_2 ー7_7 17_0 14_9

14.T 6.6 5_9 6.8 6_1 5_1措定ホ市 (再掲)

札 挨 9_3 9.7 g_8 g_4 8_2 3_4 3_3 3.3 3_4

2_3仙 台 ー0.5 9.5 9.5 8.6 8.0 LL5 4_1 3

.g 3_l 3_4さいたま ー5.9 15.2 14.9 13.2 14_2
I 6_9 5_4 7_1 5_1 5_8千 葉 ー5.6 15.5 15.

9 16.1 ー6.2 I 6.6 5.8 5.4 6.5 5.9横 浜 16.5 15.0 15.6 15_2 ー4.4 6.6 5_6 5_5 5_6

4_9川 一■ 18.3 18.6 15.7 t5.3 16.7 I 6.2 7

_5 6_4 JL3 5_7a-+ 13.5 15_1 1:I.3 ll.0 7_9 4.9 5.1 4.6 3.5 3.2* 為 10.8 10.0 9.7 10.6 9_8 5.I 4.6 3.2 4.7 3_7

lt 13_5 15_8 18.0 15.2 13_7 4.8

6.ー 7.6 5.8 6.3浜 松 15_



8.年天 B寺∃陪核蛍雪読者 数及び有病率 の年2

区 分 I総数/前年比 活 動 性 全 結

核~患者数/前年比 有病率(人口10万対)′

前年比平成 6年 181,470 △10.114 70,781 △5.894 5

6.6 △4.9平成 7年 168,581 A12.889 65,167 △5.61

4 51.9 △4.7平成 8年 132,958 △35,623 59,760 △

5,407 47.5 △4.4平成 9年 121,762 △11,196 55,

409 △4,351 43.9 △3.6平成10年

107.058 49.205 38.9平成11年 104,813 △

2.245 48,888 △317 38.6 △0.3平成12年 99,48

1 △5,332 41,971 △6,917 33.1 △5.5平成13年 9

1,395 △8.086 36,288 △5,683 28.5 △4.6平成14

年 82.974 A8,421 32.396 A3,892 25.4 △3.1平成15年 77,211r△5.763 29,717 △2.679 23.3 △2

.1平成16年 72,079 △5,132 26,945 △2,772 21

.1 △2.2平成17年 68,508 △3,571 23,969 △2,976

18.8 △2.3平成18年 65,695 △2,813 21,976 △1

,993 17.2 △1.6平成19年 63,556 △2,139 20

.637 A1.339 16.2 △1.0平成20年 62.244 △1.312

20,021 △ 616 15.7 △0.5平成21年 59,573 △2

.671 18,915 △1,106 14.8 △0.9平成22年

55,573 △4,000 17,927 △988 14.0 △0.8平成23年

55,196 △377 17,264 △663 13.5 △0.5平成24年 52,173 A3,023 14,858 △2,406 ll.7 △1.

8平成25年 49,814 △2,359 13.957 △901 ll

.0 △0.7平成26年 47,845 △1.969 13,513 △444 10.6 △0.4

平成27年 44,888 △2,957 12,534 △979 9.9 △0.7平成28年

42,299 △2,589 ll,717 △817 9.2 △0.7平成10年以降は

新分類平成28年末現在の結核登録者数は42,299人 と､前年の44,888人よ り2



9.年次別 前回治療開始年代別再治療者数 (割合

前回治療開始年 2012年登錬者 2013年登録者 2014年登掠者 2015年登録者 2016年

登重量者総 数 1,335 (100%) 1,262 (ー00%) 1,179 (100%)

908 (100%)1940年代以前 97 (7.3) 106 (8.4) 101 (8,6)
63 (6.1) 6ー (6.7)1950年代 190 (14,2) 177 (14.0) 136 (1一.5)
ー54 (ー4.9) 123 (13.5)1960年代 99 (7.4) 76 (6.0

) 82 (7.0) 74 (7_2) 50 (5.5)1970年代 52 (3.9)
56 (4,4) 46 (3.9) 30 (2.9) 30 (3.3)1980年代 54 (

4.0) 38 (3.0) 39 (3.3) 23 (2.2) 29 (3.2)1990年
代 92 (6.9) 66 (5.2) 71 (6.0) 66 (6.4) 48 (5_3)2000年代 407 (30.5) 277 (21.9) 236 (20.0) 169 (16.4) 137 (15.1

)342 (25.6) 466 (36.9) 468 (39.7) 453 (43,9) 430 (47

.4)不 明 2 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)(

再掲)2010年代の再治療者数2010年 138 (40_4) 90 (19_3) 56 (12_
0) 43 (9.5) 28 (6.5)2011年 167 (48.8) 152 (32.6) 88
(ー8.8) 37 (8.2) 32 (7.4)2012年 37 (10.8) 171 (36.7) 136 (29.1) 73 (16.1) 45 (1

0.5)20ー3年 53 (ll.4) 158 (33.8) 日9 (26_3)
76 (17_7)20ー4年 30 (6_4) 141

(31_1) 94 (21.9)2015年 40 (8.8) 113 (26.3)2016年

42 (9.8)(注

)前回治療開始年は､登録情態あるいは本人 .家族等への問診による｡対象は 2012-2016年新登重責者で治療歴が再治療の患者｡前回治療年が今回の登録年に近い者には､ ｢登録
中の再登手蔓Jによる者が多いと推察される



蓑10- 1. 発 病 か ら

有症状肺結核

Sの期 間 が 2か 月 以 上 の割 合

平成14年 1

9.3平成15年

18.8平成16

年 18,8平成17年 18.2

平成18年 ー9.4

平成19年 18

.0平成20年

18.2平成21年

17.9平成2

2年 l8,3平成23年 18.6

平成24年 ー8.

7平成25年 1

8.l平成26年

18,8平成27年 20.0平成28年 19.7 (再掲)3

0-59歳有症状菌噂療塗抹陰性肺結核

平成14年

34.2平成15年

32.3平成16

年 31_6平成17年 31.4

平成18年 33.2

平成19年 ′ 3

2.1平成20年

32.3平成21

年 30.7平成22年 32.6

平成23年 32.

9平成24年 33.7平成25年 31.5平成26年 38,0平成

27年 37.1平成28年 33.3平成28年の新登録肺結核患者のうち有症状の者の中

で､受診が遅れる (症状発現から受診までの期間が2か月以上の割合)患者の割合は､19.7%となっているoこのうち30-59歳の有症状菌

曝療塗抹陽性肺結核患者に限定すると､受診が遅れる患者の割合は33.3%となっ

ている○塞lo-2

, 初 診 か ら有症状肺結核 ilか 月 以上 の割 合

平成1

4年 27.2平成15年 26.0

平成16年 25

.0平成17年

25,7平成18年

24.3平成1

9年 21.7平成20年 19_9

平成21年 20.4平成22年 22_6

平成23年 22.7

平成24年 22.

0平成25年 2

2.1平成26年

21.6平成27

年 21.5平成28年 22_0

(再掲)30-59歳有症状菌暗疲塗扶陽性肺

結核平成14年 15.1

平成15年 14.

6平成16年 1

4.1平成17年

14,6平成1

8年 13.9平成19年 13_2平成20年 10,6平成21年 1

0.9平成22年 13_6平成23年 14.8平成24年 ー5.0平成25



蓑10-3. 発 病 か ら診

有症状肺結核

;の 期 間が3か 月 G

平成14年 2

1.5平成15年

21.0平成16

年 20.3平成17年 19.7

平成18年 20.7

平成19年 18

.5平成20年

18.1平成21年

18,2平成2

2年 19.6平成23年 19.4

平成24年 19.

6平成25年 1

8.7平成26年

19.0平成27年 20.4平成28年 19.6 (再掲)3

0-59歳有症状菌喧疲塗抹陽性肺結核

平成14年

30.3平成15年

29.3平成1

6年 28.2平成17年 28.7

平成18年 29.

5平成19年 2

6.9平成20年

27.0平成21

年 26.9平成22年 28.4

平成23年 29.

8平成24年 30.5平成25年 29.0平成26年 32.9平成

27年 35_5平成28年 32.6平成14年～18年までは発病から登録までの期間.平成1



11 年次別 新登鐘肺結核培暮l堤性結核患者の姦剤盛
(( )内は構成比)

区 分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平

成28年新 登 偉 肺 篤 積 患 者 数 16.432 15.972 ー5.149 14.1

23 13.608培

兼防性患者数 60 (0_5) 47 (0.4) 56 (0_5) 48 (0.5) 4

9 (0,5)14 15 19 16 15326 (2.9) 32

2 (3.1) 293 (2,9) 324 (3_2) 320 (3.2)1

3 (0.1) 17 (0.2) 20 (0.2) 29 (0_3) 25 (0:3)その他耐性 420 (3.7) 371 (3,5) 380 (3.7) 366 (3.6) 347 (3_5)

54 (0.5) 52 (0.5) 57 (0_6)

52 (0.5)未実施 .他 .不明

7.732(78.3)培兼沸性患者数 60 (0.7) 47 (0,6) 56 (0.7) 48 (0.6) 49 (0_6)

326 (3.9) 322 (4.2) 293 (3.8) 324 (4_2) 320 (4.1)

13 (0.2) 17 (0.2) 20 (0_3) 29 (0.4) 25 (0.

3)その他耐性 420 (5_0) 371 (4_8) 380 (5.0) 366 (4.8) 347 (4.5)

54 (0,7) 52 (0_7) 57 (0.7)

52 (0.7)平成25年からINH,RFP両剤感受性挨査着果判明者を薬剤感受

性検査頼果判明とし～INH.RFP感受性その他不明の区分を追加した｡平成28年の新登録肺

結核培養陽性結核患者9,878人のうち､薬剤感受性検査結果が判明した者は7,732人で､78.3%となっている〇二のうち､多剤耐性



12.年次別 新登録結核患者の糖尿病合併あるいはH IV盛妻
(( )内は構成比)

区 分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

糖尿病ありの者

なし

の者不明の看HⅠV検査実施犠牲者 62 (0.3) 50 (0.2) 45 (0.2) 40 (0.2) 44 (0.2)

1,890 (9.2) 1.627 (8

.3) 1,474 (8.1) 1,556 (8.8)HⅠV一険査未実施者

不明の者平成28年の新登緑結核患者のうち､糖尿病

合併患者は2,509人で､新登録結核患者の14.2%となっている○また､HⅠV検査



(( )内は新登録に占める割合)
131 1 年 次 別 医療従事者 の新登鏡結核患者 数 (看護師 .

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平

成28年軽 や 294 (1.4) 234 (1.1) 249 (1.3) 219 (1.2)

191 (1.1)15.-19歳 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

0 (0.0) 0 (0.0)20-29歳 55 (4.3) 41 (3.4) 48 (

4.0) 32 (2,8) 24 (1.9)30-39歳 105 (6.9) 59 (4.5

) 84 (6_8) 63 (5,7) 53 (5.3)40-49歳 69 (4.3)

76 (5.1) 60 (4.2) 61 (4_5) 47 (3,8)50-59歳 49 (2

.7) 47 (2.8) 44 (2.9) 47 (3.5) 44 (3,4)60-69歳 12 (0.4) 8 (0_3) 12 (0.5) 15 (0.6) 18 (

0.8)70-79歳 4 (0.1) 2 (0.0) 1 (0.0) 1 (

0,0) 4 (0.1)80歳以上 0 (0_0) 1 (0.0) 0 (0.0) 0

(0.0) 1 (0_0)平成28年の新登錬結核患者のうち､看護師 .保健師からの登錠患者はl91人で､新登録結核患者

のうちの1.1%となっている○年齢階級別では､30-39歳の層が最も多く､同年齢

階級新登録結核患者の5.3%となっているo13-2,年次

別 医療従事者の新登録結核意 (( )内は新登録に占める割合)平成24年 平

成25年 平成26年 平成27年 平成28年世 故 62 (0.3) 66 (

0.3) 47 (0.2) 61 (0.3) 40 (0.2)20.-29歳 6 (0

.5) 10 (0.8) 3 (0.3) 9 (0_8) 3 (0.2)30-39歳

ll (0_7) 12 (0_9) 9 (0.7) 12 (1.1) 3 (0.3)40-49歳 4 (0.3) 12 (0.8) 10 (0,7) 9 (0.7)

8 (0.7)50-59歳 20 (1.1) ll (0.7) 7 (0,5) 1

2 (0.9) 5 (0.4)60-69歳 5 (0.2) 7 (0.2) 6

(0.2) 7 (0_3) 8 (0.4)70.}79歳 4 (0.1) 8 (0.2)

5 (0.1) 5 (0.1) 4 (0.1)80歳以上 12 (0.2) 6 (0.1) 7 (0.1)



13-3.年次別 医療従事者の新登録結核患者数 (その
(( )内は斬登録に占める割合)

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平

成28年e h 280 (1.3) 281 (1.4) 255 (1.3) 264 (1.4)

231 (1.3)15-19歳 0 (0,0) 2 (1,2) 0 (0.0)

1 (0.6) 1 (0,5)20-29歳 54 (4,2) 49 (4.1) 46 (

3.9) 48 (4.3) 36 (2.9)30-39歳 68 (4.5) 67 (5.1

) 55 (4.5) 62 (5.6) 52 (5.2)40-49歳 71 (4.4)

59 (3.9) 60 (4.2) 61 (4.5) 63 (5.1)50-59歳 53 (

3.0) 69 (4.1) 56 (3.7) 53 (3.9) 44 (3,4)60-69歳 29 (1.0) 29 (1.0) 27 (1.0) 29 (1.2) 28 (

1,3)70-79歳 4 (0.1) 2 (0.0) 9 (0,2) 9 (

0.2) 7 (0.2)80歳以上 1 (0.0) 4 (0.1)

2 (0,0) 1 (0.0) 0 (0.0)(注)その他理学療
法士､作業療法士.検査技師､放射線技師等および介護椎.看護師･保健師･医師以外の医療

横関に勤務する感染リスクの高い者平成28年の新登録結核患者のうち､理学療法士､作業療法士

､検査技師､放射線技師など､看護師 .保健師 .医師以外の者で医療機関に勤務する者の登鐘患者数

は231人で､新登録結核患者の



14-l.年次別 無職臨時 日雇等の新登鎮結核居
(( )内は新登録に占める割合)

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平

成28年合 計

20.-24歳 74 (13.8) 72 (13.4) 81 (14.6) 72

(13.7) 66 (10.5)25-29歳 122 (18.5) 107 (16.2) 103 (16.

2) 86 (14.3) 96 (15.9)30-34歳 146 (22,8) 123 (19.2) 1

04 (17,0) 95 (18.4) 98 (19.0)35-39歳 177 (26.2) 145 (21.

4) 133 (21.3) 107 (18.3) 97 (19.9)40-44& 232 (29.3) p19

6 (24.8) 157 (21.9) 161 (23.2) 137 (24_0)45一一49歳 227 (32.

2) 198 (28.1) 196 (27.1) 179 (26.7) 187 (28.5)50-54歳 2

51 (32.2) 245 (31.5) 226 (31.8) 202 (31.3) 175 (29.1)55-59歳 408 (46.0) 354 (40.0) 280 (34.9)

270 (38.3) 249 (35.9)(汰)無恥臨時El雇等 :接客業､医療従事者､他の常用勤
労者 ･自営業等.家事従事者､学生を

除く.合吾十は20歳-59歳の計｡14-2 年次別 無漉臨時

日雇等の新登重量絵核轟 (( )内は新豊禄に占める割合)平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年合 計 830 (24.3) 734 (22.7)

699 (23.5) 613 (21.3)20-24歳 26 (8.6) 33 (ー0.9) 38 (

12,4) 38 (13.0) 44 (ll.5)25-29歳 63 (19,1) 44 (13.4

) 39 (ll.7) 39 (12.1) 37 (ll,5)30-34歳 63 (18,3) 5

4 (15_7) 44 (13.7) 33 (ll.7) 41 (15.2)35-39歳 94 (25.7

) 62 (16.9) 75 (21.3) 56 (17.3) 43 (15.7)40-44歳 140 (29.

0) 106 (21.9) 82 (18.1) 89 (22.2) 69 (20.8)45-49歳 146 (3

2,7) ー30 (29_1) 120 (26.5) 116 (26.4) 110 (27.1)50-54歳 178 (J33.7) 161 (30.5) 141 (30.7)

126 (30.1) 109 (26.7)55-59歳 302 (48.6) 240 (38.6) 195 (34.8) 20

2 (40_8) 160 (33.5)(注)無聴臨時日雇等 接客業､医療従事者､他の

常用勤労者 ･自営業等.家事従事者､学生を除く｡合計は20歳-59歳の計.平成

28年の新登録結核患者のうち､登録時の年齢が20-59歳であり､登録時の職業が無職

臨時日雇等であった者は1,105人で斯登録結核患者の23.2%となっている〇年齢階



(記入様式(寄射金等受取))1/2

厚生労働省健康局結核感染症課簿枚部会担当 宛
(FAX寺号 03-3506-7325)

FAX(メ-ル)回筈表

]諾 i蒜 Jr-T苦 恕 語 法 TX'吉 宗 悪 書云 】

企業名.ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無:ロ 有り L 無し

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
口 平成27年度
口 平成28年度
□ 平成29年度

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下

【受取革の内訳】許使 料.南棟楓

-□⊂】□□寄附特許BIl1その金(輿権.特料也( ,, 用

ー

よる報酬 )【受取額の内訳】

0万□その他( )宗が由告内容について､上EF)1>斐I=射Lで漣≡記することI=つい

■ 同意する□ 同意しない舶 する製品が蕃暮分科会等において
いる赤毛から… ･契約金掌の撃取※ t:m 剥~以外で 三円m される榊 M L三助能･奄巷SBされ¥は缶≠こ流3

される前にあり 当地 晶を輔秦tがあ
る批 以下に5)入してくださしし(受取がない袖合でも｢現牡｣及び｢氏名｣の欄は必ず

記入してください｡)企業名 - 受

取の有無.□ 有り □ 無し受取有りの場合.最も多い寄附金･契約金等を受け
取った年度□ 平

成27年度□ 平
成28年度口 平成29年度 当該年度にお

ける受取額ロ 50万円以下
□ 50万円趨-50

0万円以下口 500

万円通【受取額の内訳 )ロ寄附口特許口話洗口その金(輿権.特料

地( - 受取の有無 □ 有り ロ 無し

最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
当鼓年度における受取額□ 50万

円以下E350万円超-500万円

以下D 500万円超【受取額の内訳】ロ寄附金(奨学寄付金含む)□研究条約金 口コンサルタント料･指事料
口特許権･特許使用料･商標権r=よる報酬
口講演料 口原稿執筆料 口当該企業の株式 平成 30年 2月 23

日

現 臆 すヶ関総合法律事務

所 弁護士氏 名 中山 ひとみ〒100-8916 東京都 千代EEl区篠が関l-2-2

年生労働 省 健康局 結核感染症謀 結核部会担当電話 03(5253)1111 (内線2931)
03(3595)2257 (夜間直通)FAX03(350



(監入様式(寄附金等受取))1/2

厚生労働省健康局結核感染症課帯核部会担当 宛
O=AX菅号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

l悪 恕 諾 無 蓋 諾 諾 淀 ,;吉 宗 琵 琶妄k l

企業名-ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無.□ 有り 色 無し

受取有りの場合.JEも多い寄附金･契約金等を受け取った年度
□ 平成27年虎
口 平成28年度
□ 平成29年度

当諌年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円遭～500万円以下
□ 500万円忽

【受取頬の内訳

)口E]寄附金(奨###.#⊂]ロ講

演料その他(企業名:大塚蜘 株式会社 受取の有無:□

有り 店 無し受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
□ 平成27年度
口 平成28年度 当該年

度における受取額

口 50万円以下ロ 50万円通

-500万円以下【受取奴の内訳】□寄附金(奨学寄付金含む)□研究契約金 口コンサルタ

ント料.指事料口講演料 □原稿執隼料 ロ当該企

業の株式ロその他( )宗が由告内索について 上吉P企業r=対して碓謹
己することr=̀2し1 SZl

同意するロ 同意しないtを有する製
品が兼暮分科会尊においている企*から♯肘金.臭釣金等の

豊里唱 監 整 重 要 等 野 だ 監(受取がなし､功合でも｢現れ｣及び｢氏名Jの1は必

ず配入してくださしヽ )企業名 - 受取の

有無:ロ 有り ロ 無し受賢 纂 葦も多い寄附金,契鮒 取った年産Ⅰ 当冒笥

にま万P万P0万□寄附金(奨学寄付金含む)ロ研究
契約金 口コンサルタント料,指ヰ料□特許権

.特許使用料.南棟airこよる報酬ロ講演料 ロ原

稿執筆料 □当該企業の株式口その他( )名: - 受取の有無:□ 有り □ 無し

最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度 円超-500万円以下当
鼓年度における受取額□ 50万
円以下ロ 50万
円超-500万円以下□ 500万円超

ロ研究臭約金 口コンサルタント料･指iI料 □そ

の他( ー )

平成 80年 2 月 12日

現 地 福岡市早良保

健所 所長氏名 永野美紀〒100-8916 東京都千代EEl区書が関112-2

厚生労働省 健康局 結核感染症課 結枚部会抵当t話 03(5253)1111(内線2931)

03(3595)2257(夜間直通)FAX03(3506



(記入… 取))1/2

厚生労㈱ 挨部会担当 宛
(FAX桝 :03-8506-7325)

l FAX(メーJL,国師 l
ltc 7.～ -TTH 設 恕 諾吉宗 芯 = 王iL i
企大名 ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無 □ 有り ) 無し

Ⅰ 当謂 芽 芸 円以下

ロコンサルタント料･矩iI斜

Ⅰ 当冒驚 芸 ｡以下

l油 島 が 由告 内鰍 こついT ト伽 JLL-射 lT杜 ZZl寸~る~ケl=ついで

I 同意する ロ 同意しない

iト■!ク卦 Eil仇'TTtl■･■=■きれる舶 ･肋 ■寸甜 且舶 舶 てヽ
" けりhTSZr土市 JLrM B血暮且を11串ITt.ヽ紬 ■止1>… ･仙 ■】陀

講 !恕 監 獄 品 丁恥 ,倣 ､)

企生名 一一 受取の有無一口 有り Il無し

契約金等を受け取った年度

Ⅰ 当発 芽 芸 円以下

企*名 - 受取の有無.Ej有り □ 無し

受取有りの甥合､Aも多い寄附金.実約金等を受け取った年虎
口 平成27年度
平成28年度
平成29年度 Ⅰ 当賢等 :o: 円以下

平成 38年 2 月 19 日

規 t 公益財EZ]法人舷梯予防会善吉枚研究所

氏 名 加庄 誠也

〒100-8916 東京都千代田区… 1-2-2
耳生労臥半紙 居脚 鯖綾部金地当
職 03(5253)llll(内線2931)

FAXSgi芸認 写jEH 鮎 FAX)



rl相 和l柑㈱20削柑u=00335816251 餌場 8側軸 … 9 P.03

(記入桝 (酬 輔 帥 ))1/2 釜 轟 魚

厚告鵠葦恐 監聖粁 枯枝部- 当両 紳

L コFAX(メーTLS垂 二 l

蓮確 鐙 轟 箪 彊 転 悪 論 敵 ilE

iE絶 や 叫 サー職 会社 一 画 の柵 口 削 巌 し

契約金等を受け取った年産

受取の有無:E]有り

受琶鷲 葦も多い棚 鵬 干け取った軸 Ⅰ 当冒笥

【受取牡の内訳】 ロコンサルタント料.頼iI料ロ寄附金(兼学寄付金含む).ロ研究契和

式ロ講沃料 □原我執羊料 ロ当族企井の
□その他( ) 万円杜

-500万円以下二TX､tL上松 肘 ■して｢ 汀 u '1 ､で t Ilか i

｡ lItLよ ､ー 真野

0?有無:ロ 有り契和食等

毛筆け取った年度□研究契約金 口コンサルタント料･蒲専科
El=よる報酬;
当鞍企業の株式

)- *'

取の有無:ロ 有り集約金等を糞け取った年度

受取牡の内訳】ロ寄附金(兵学寄付金含む)ロ研究契約金 口コンサル

タント料･撫串料謂 芸悪●職 雷管 ;=IE詳 細 '1榊 2月州 (水)20時14分軌 00335816251 発信:(a)日脚 細評 R:1

3

9 P.･oll E]その他( ･ )

f平成 3

0年 ユー月/〆 自説琳 ヂ甲
田苧ケ紬 垂 _壁轡

J- 畢 蒔 ヰ〒100-8916 東京都千代同区如 く
関1-2トー2厚生労旬省 牡長兄 結秩感染

症隷 鯖横部会塩当耶 0033‡95喜≡喜))基主星
日 豊n gil))FAX08(3606)7328 (他薦見積枚

感染症諌FAX)公i社
団法人日本医師会〒11318611泉梯 丈粗 相 h

2-28-I6TEL(03)3
q46-21ユlFAⅩ(03)
3叫2-641Shi'yD@po･rne

d･Dr･iT'吸 音 課



(記入様式(寄附金等受取))l/2

厚生労働省健康局結核感染症課結核部会担当 宛
(FAX番号 03-3506-7325)

FAX(メール)国筈表

∃≡n t(H tJE2.号諾 三笠 譜 皇空碧 窪 ま吉宗 恕 苫書誌 1

企業名:ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無●口 有り I 無し

受取有りの場合､長も多い寄附金 契約金等を受け取った年産
□ 平成27年度
□ 平成28年度
口 平成29年度

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

【受取額の内訳】
□寄附金(奨学寄付金含む)□研究契約金 口コンサルタント料･指斗料
□特許権･特許使用料･商標権による報酬
□講演料 □原稿執筆料 口当該企業の株式
□その他( )

企業名:大塚製薬株式会社 - 受取の有無.□ 有り ■ 無し

受取有りの場合､長も多い寄附金･契約金等を受け取った年産
D 平成27年度
□ 平成28年度
口 平成29年度

当汝年度における受取鰐
口 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

【受[コ⊂][コ□取額の内訳】 棲 ~特許講演そのI

也( )宗が由舎内容r=ついて.上記企業I=対して石き?.する
ことについ ■ 同意するロ 同

意しない描有する射品が妾暮分封会等
r=n いている企生から棚 倉.葵親金等の嬰取暮上1巳2ttJR外で.J■■H■され.る■れ■ElJ品と同

L

=州 ･壬がある胎 は 以下に有人tT
ください_(受取がない場合でも｢現地｣及び｢氏名｣の裸は必ず記入してくだ

さい｡)企業名● - 受取の有無●□ 有り

□ 無し受摺 重 要も多い寄附金.契約金等を受け取った年度 Ⅰ

当

雷撃

□その他( )- 受取の有

無●□ 有り □ 無し受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った
年度口 平成27

年度□ 平成28年度

当該年度における受

取額口 50万円以下口 50万円超-500万円

以下口 500万円泡□研究契約金 口コンサルタント料･指

斗料[コ原捕執筆料 [コ 平成 3

〔

)年 2 月 23日現 職 東京都保健医療公社生島病院副院長

氏 名 味薄 窯〒100-8916 東京都
千代田区篠が関l-2-2厚生労働省 健康局 結

核感染症課 結核部会垣当電話 03(5253)1
111(内棉2931)03(3595
)2257(夜間直通)FAX03(3506)7325(健



口 平成29毎度 ロ 50【受取額の内訳】 0
万

□

その他( )企業名●大塚製蕪株式会社 - 受取の有無.口 有

り ′ 無し受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受
け取った年度口

平成27年度口
平成28年虎口 平成29年度 当該年度に

おける受取無口
50万円以下ロ 50万円遁～5

00万円以下□

500万円超【受取額の□寄附□特許□講演□その 内訳】金(奨学寄付金含む)□研究契約金 口コンサルタント

料.相中料也( )畠が由告内容について､上音FI仲裁に対し
て確認することについ / 同意

するロ 同意しないt右右する姓晶が韮
暮41私全集においている企眺 ♯附金･重刷 改一 群

貰諜 遭 虻 等 帯 芯 蒜 品 ㌫(受取がなし､斗合でもr現れ 及びr氏名｣の印は必ず記

入してくださし㌔)名. - 受取の有無'

□ 有り □ 無し受摺 毎 夏も多い寄附金牌 受け取った年度 Ⅰ 当雷

管【受取額の内訳】□寄附金(奨学寄付金含む)ロ研究契約金 口コ
ンサルタント料.指iI料ロ特許権,特

許使用料.商標権による報酬□講演料 □原稿執手料
□当該企業の株式ロその

他( ) 万円超-500万円以下名. - 受取の有無:ロ 有り D

無し契約金等を受け取った年度 当談年度に
おける受取額□ 50万円以下

□ 50万円遁～5

00万円以下ロ 500万円超□研究奥的金 口コンサルタント料

･指専科[コ原I忘執jE料 □

平成 30年 2月 13日現 地 富山蛸 生研究所細薗部 貫け主幹研究鼻

氏 名 磯部 順子〒100- 8916
東京都千代田区書が関l-2-2JF生労働 省
健康局結核感染症課 結線部会担当電話 03(52
53)1111(内線2931)03(
3595)2257(夜間直通)FAX03(3506)732



(記入様式(寄附金等受取))1/2

FF生労働省健康局結核感染症課結模部会担当 宛
(FAX番号 03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

L;琵 詔 深 謀 諾 諾 認 諾 訊 き禁吉 宗 悪 ii 1

企業名:ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無:ロ 有り ■ 無し

受琶奄輩 葦も多い寄.W金.契約金等を受け取った年度 Ⅰ 当雷撃
〔受現額の内訳】

ロそ

の他( )企美名:大塚動燕株式会社 - 受取の有無:ロ 有り

I 無し受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け
取った年産□ 平

成27年度□ 平
成28年虎口 平成29年度 円超-50

0万円以下当該年産にお
ける受取額ロ 5

0万円以下Ej50万円超-50
0万円以下□ 5

00万円超【受取

額の内訳】D特許ロ講演

[コその帆( )昌が由告内密r=ついて 上訂仲裁に射し

て確認することについ※ ヒfF12社以外で 証書暮雪暮されるお引藩
医集晶とF司じ桃 ･功壬莞Bされては舶 aiされるポTlこあ
り 当放射晶をW簾lがある土■合l£ 以W =‡

Fl入Eて<ださい_(受取がない珊合でも｢現頼｣及び｢氏名｣の租は必ず配入してくださしヽ ) ■ 同

意する ロ 同意しない

が美事分科会等においF附

.余･蚕肋合掌の垂n名 - 受取の有無:

□ 有り □ 無し受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度 当

該年度における受取額

□ 50万円以下□ 50万円超-500万円以下

【受取額の内訳】□特許権.特許使用料.商頼

経による報酬ロその他( )名: -

受取の有無 口 有り □ 無し受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け
取った年度□ 平

成27年虎口
平成28年度□ 平成29年度 当該年度にお

ける受取額ロ 50万円以下
口 50万円超-50

0万円以下口

500万円超【受取額の内訳】ロ寄附金(奨学寄付金含む)□研究奥
約金 口コンサルタント料･棺斗料口特許権

･特許使用料.商標権による報酬口講演料 口原稿執筆料 □当該企業の株式 □その他(

平成 30年 2 月 13日

現 職 多摩南部地域病院副

院長氏 名 藻EEl明〒100-8916 東京
都千代EEl区窯が関l-2-2厚生労働省
健康局 結核感染症諌 鯖核部会 担 当電話 03(525
3)1111 (内線2931)03く3

595)2257 (夜間直通)FAX03(3506)7325



(記入様式(寄附金等受取))1/2

厚生労働省健康局枯枝感染症課結核部会担当 宛
(FAX書号 03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

⊆:E 7+4(T.崇だ<9壬監 禁 呈B.,;J'tF諾 ㌫ ･.nt吉 宗 諾 完 壬iも.I

企業名.ヤンセンファーマ株式会社 -→ 受取の有無.×有り Ej 無し

受取有りの場合､丑も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度
X 平成29年度

当該年度における受取額
× 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

【受取額□寄□特□謙□その内訳】の他(

)企業名 大塚製薬株式会社 - 受取の有無･X有り □

無し受腎 葉 要も多い寄附金.契約金等を受け取った年度 Ⅰ 当
雷撃【受取額の内訳】

□その他( )昌が申告内容について､上音己企業[=射して雄三莞

することr=つい･X上記2社以外で_Bilji.t昌暮される若桜医事E)E]E.と
同L=効tE.効♯Ztされ又 は 市41=淀3される凧にあtJ.当該
#EE.を開発しがある沸舎 ri 以下に記

入してくださ いn(受取がない場合でも｢規tJ及びr氏名｣の絹は必ず取入してください｡) 円澄

-500万円以下X 同意する □ 同

意しない企業名 一一 受取の有無 口

有り □ 無し受取有りの堵合.東も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
口 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度 当該年

度における受取魚

□ 50万円以下ロ 50万円超-500万円以下

口 500万円超【受取額q寄ロ特n詐
□その

内訳】の他( )企業名. - 受取

の有無 □ 有り 口 無し受取有りの場合､Jtも多い寄附金.契約金等を受け取
った年度□ 平成

27年虎口 平成
28年虎口 平成29年度 当鼓年度における

受取額ロ 50万円以下□ 50万円超-500万
円以下□ 50

0万円超【受取額の内訳】ロ寄附金(奨学寄付金含む) 口研究契約金
口コンサルタント料･指斗料口特許権･特許使用料･南棟種による報酬 l 譜 男君(□原

職

掛 口当雛 獅 株式 , E平成

30年 2 月 10 日現 職 (公財)桔梗予防会結核研究所企画主幹

氏 名 吉山 兼〒100-8916 東京都
千代EB区姓が関1-2-2厚生労伽省健康局
穂積感染症課 結核部会担当t話 03(5253)
1111 (内線2931)03(359
5)2257 (夜間直通)F'AX03(3506)7325 (健



(記入様式(寄附金等受取))1/2

JS生労働省健康局結核感染症諌結核部会担当 宛
(FAX番号 03-3506-7825)

FAX(メール)固苔表

1; AJuL*(EH fJE26<B若,SE2 9.,41TiFieX -三吉 缶 諾trt思量k E

企業名 ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無 □ 有り 8 無し

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
□ 平成27年度
0 平成28年度
□ 平成29年度

当該年度における受取額
ロ 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
ロ 500万円真空

【受口□□□取額の内訳寄附金(奨特許権.特訴演榊その他( 】幹便 科. 杜

-. 用 商標 による葡

酬 )企業名'大尽製窮株式会社 - 受取の有無.Ej 有り

田 無し受取有りの場合､最も多い寄附金 契約金等を受け取
った年産□ 平成

27年度□ 平成
28年度口 平成29年度 当該年度におけ

る受取額口 50
万円以下口 50万円超-500

万円以下□ 50
0万円超【受取額

の内訳】□特許□講演

口その他( )昌が申告 内容について､上記企業に対して

確決することについ＼､:H され翌.まま4,:洗iされる嘉.=机
当かLb品's蒜 Lがある沸 告は 以

聞 入Iでください∧(受取がない甥合でもr現恥J及び｢氏名｣の欄は必ず記入してください｡) 招 同意

する □ 同意しない(

轟書分科会等におい附合･葵;的令書の専

rIいる企#か弓- 受取の有無

□ 有り ロ 無し受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度
口 平成29年度 当該

年度における受取額

□ 50万円以下口 50万円超-500万円以下
□ 500万円超

【受取親の内訳】□ロ[コ

特許

講演その他( )名: -

受取の有無:ロ 有り □ 無し受取有りの場合､Ztも多い寄附金･契約金等を受け
取った年度口 平

成27年度□ 平
成28年度口 平成29年度 当顛年度にお

ける受取額□ 50万円以下
□ 50万円超～50

0万円以下ロ

500万円趨【受取環の内訳】口寄附金(奨学寄付金含む)□研究契
約金 口コンサルタント料･指専科□特許権

･特許使用料･南棟権による報酬□講演料 口原稿執筆料 □当該企業の株式

平成 30年 2 月 19日現 職 国立病院機構南京都病院 小児科

医長氏名 徳永催〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省
健康局 結核感染症課 結核部会担当電話 03(525
3)1111(内線2931)03(3
595)2257(夜間直通)FAX03(3506)7325



(記入株式(寄附金等受取))l/2

厚生労働省健康局結核感染症謀結核部会担当 様
(FAX番号.03-350617325)

l FAX(メuル,回答表 l

;芸AJCit(STn JD"g諾 言霊 誌 呈写譜 正 三 吉 宗器 器 量tも;

企美名.ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無:□ 有り ■ 無し

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
D 平成27年度
□ 平成28年度
口 平成29年度

当該年度における受取額
D 50万円以下
□ 50万円超-500万円以下
0 500万円超

【受取板の□寄附□特許口蓋#溝口その 内訳金(輿i.*料 ロ他(

】 )受冒 纂 要も多い寄附金.契約金等を針 取った年度 Ⅰ 当冒鷲

□その他( )宗が申告内容について.上記企業I=射
して確認することについ ● 同

意する □ 同意しないとを右す

る射 品が韮暮il舶 ＼ている企集から♯附合･葵一的金等の婁取拓 卜吉221叶以外 '@ 三円壬書誌 され る掛 碁医事 晶とFatiガ】t巨･虫は され3Zは缶淡に決議きれる前
にあり 当納 品を村費lがある胎 よ

以下に押入してください(受取がない場合でも｢現軌 及び｢氏名｣の神は必ず

記入してください｡)- 受取の有

無:田 有り □ 無し受琶鷲 要も多い寄附金.契約金等を

受け取

った年度 Ⅰ 当冒鷲□講演料 □原稿執筆

料 □当該企業の株式□その他( )名. -

受取の有無:□ 有り □ 無し最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度 円超-500万円以下当該年産
における受取額口 50万円以下

ロ 50万円超-500万円以下

□ 500万円超【受取額の内訳】ロ寄附金(奨学寄付金含む)口研
究契約金 口コンサルタント料･指事料□特

許権･特許使用料･南棟楓=よる報利口講演料 □原柵執兼料 □当該企業の株式

平成 30年 2 月 14日現 耽 大阪市東住吉区保健福祉センタ

-氏 名 有庶 和代〒100-891
6 東京都千代田区護が関112-2厚生労
働省健康局結核感染症課 結核部会担当電話 03(5
253)1111(内線2931)03
(3595)2257(夜簡直通)FAX03(3506)73



(記入様式(書附金等受取))1/2

JT生労働省健康局結枝感染症課桔梗部会担当 宛
(FAX書号 03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

について､以下のとおり回答する｡

企集名:ヤンセンファーマ株式会社 - 受取の有無:口 有IEZ]無し

契約金等を受け取った年度 当鼓年度における受取額
ロ 50万円以下
口 50万円超～500万円以下
□ 500万円短

□寄附金(奨学寄付金含む)□研究契釣金 口コンサルタント料･指事料
□特許権.特許使用料･南棟楓=よる報利
口講沃料 □原稿執牛料 口当故企業の株式

企美名:大棚 株式会社 受取の有無:□ 有tEZl無し

受琶奄斐 蔓も多い寄附金脚 を受け取った年度 Ⅰ 当冒竃
【受取顎の内訳J
E]寄附金(奨学寄付金含む)□研究奥約金 口コンサルタント料.指

斗料□訴沃料 □原瑞執筆料 □当世企業の株式□そ

の他( )牌 局がEtl告内容について､上記企業に対して砕謡するこ

とl=つい丘 配 畢碩
脚 謡 諾 品 琵(受取がない廿合でもr現■｣及びT氏名Jの補は必ず記入してくださし㌧) 超-50

0万円以下EZ]同意する 口

同意しない一品が暮暮令教会暮

においIE名: - 受取の有無:D 有I

EZ]無し受琶闇 重 要も多い柳 約金等を受け取った年

度 Ⅰ 当冒鷲【受取額の内訳】□寄附金(薬学寄付金含む)ロ研究実約金 口コンサルタント料

.箱書料口許淡料 口原稿執事料 口当該企兼

の株式□その他( )名: - 受取

の有無.口 有 EZ]無し契約金等を受け取った年度

円超～500万円以下

当故年度における受取

額ロ 50万円以下□ 50万円超-500万円以

下□ 500万円趨□研究契約金 口コンサルタント料･滑i

F料口原稿執事料 □ 平成

3

0年 2 月 13日現 地 ESl立感染症研究所 副所長

氏名 脇田隆幸〒100-8916 東京
都千代田区… 1-2-2JF生労他省 棚 局 轄

枝感染症課 結核部会担当t拾03(5253)11
11(内親2931)03(3595)
2257(夜間吐通)FAX03(3506)7325(健康



(記入様式(資料作成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症課結核部会担当 宛
(FAX番号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30 年 2 月 23 日
中謙書料等の権威への関与について､以下のとおり回答する｡

N 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

ロ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

製品名■

現 職 羅ケ関総合法律事務所 弁護士

氏 名 中山 ひとみ

(宛 先 )
〒100-8916
東京都千代EEl区7Fが関1-2-2
厚生労働省 健康局 鰭枝感染症課
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)
03(3595)2257 (夜間直通)

FAX 03(3506)7325 (健康局結核感染症課FAX)

(記入様式(資料件成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症課結核部会担当 宛
(FAX番号ニ03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30 年 2 月 12 日
中計*料等の権威へのBFI与について､以下のとおり回答する｡

田 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

□ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

現 職 福岡市早良保健所 所長

氏 名 永野美紀

(宛 先 )
〒100-8916
東京都千代田区宵が関1-2-2
厚生労働省 健康局 結核感染症課
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)

FAX 呂描 3割写…削 窪霊票鮎 感染症課FAX)



(記入様式(資料作成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症諌結核部会担当 宛

(FAX番号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30 年 2 月 19 日
申請書料等の作成への関与について､以下のとおり回答するら

■ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

□ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

製品名

現 職 公益財団法人結核予防会結核研究所

氏 名 加藤 誠也

(宛 先)
〒100-8916
東京都千代田区裸が開1-212
厚生労働省 健康局 線核感染症課
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)
03(3595)2257(夜間直通)

FAX 03(3506)7325(健康局結核感染症課FAX)

鰍 (桝推棚 Ril39 P.0'5

(E入様式(資料作成関与者))

酷 労舶 僻 見鰯 感紐 蒜榊 触 担当d 画
(FA相 骨:03-3506-7326):

⊂ = 至 x(;I,レ声 二 コ

畑 土地 盤監 品 孟 っ紙 趨 還 り硝 する｡

J帽 桝 の繊 細 =帆 た者Eと組 なし､
□ 帽 *料等の件駄 軸 に関与し蛸 E藷当する(以下に関与した製品名を臥 )

見 越 虹 ._
塵｣｣ 雀 菰 J竿 一

(宛 先)
〒100-8916

悪霊雪認 諾 瞥‰ 品
染抜部会担当
t缶 03(5253)1111 (内集2931);

FAXS……諾 i写喜…芸 濃 票悪霊』 染痕課FAX)

食拙 時 人 日 東 医 師 合
字173-8627東京搬 鵬棚も2-28-T6
TEL(03)3q46-2T2I
FAX(03)3q42-8418

跳べー撒105ベ-州｡



(記入様式(資料作成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症課結核部会担当 宛

(FAX番号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30年 2 月 23 日
申請書料等の作成への関与について､以下のとおり回答する｡

d 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

□ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

現 職 東京都保健医療公社豊島病院副院長

氏 名 味澤 鑑

(宛 先)

T-1等妄;91島田区篠が即 _2_2
厚生労働省 健康局 結核感染症諌
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線293日

FAXOo∃i∃喜琵滞 日 蓬震鷺霊長 染症郡 AX)

(記入様式(資料作成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症課結核部会担当 様

(FAX番号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30年 2 月 13 日
中計書料等の作成への関与について､以下のとおり回答する,

/ 申請資料等の作成に密接に関与した者に敦当しない

□ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

現 職 富山県衛生研究所細菌部 副主

氏 名 磯部 順子

(宛 先 )
〒100-8916
東京都千代EB区7Eが関1-2-2
厚生労働省 健康局 結核感染症諌
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)
03(3595)2257(夜間直通)

FAX03(3506)7325(健康局結核感染症課FAX)



(記入様式(資料作成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症課結核部会担当 宛
(FAX番号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30 年 2 月 23 日
EEl請書料尊の作成への町与について､以下のとおり回答する｡

) 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

口 車謙資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

製品名■

現 職 東京都保健医療公社多摩南部病院副院長

氏 名 藤EB明

(宛 先 )
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 健康局 結核感染症課
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)
03(3595)2257 (夜間直通)

FAX 03(3506)7325(健康局結核感染症課FAX)

(記入様式(資料作成関与者))

FF生労働省健康局緒接感染症課結核部会担当 宛

(FAX草号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30 年 2 月 9 日
Etl話せ掛 算の作成への関与について､以下のとおり回答する.

口 中謙資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

【訂 申請資料等の作成に密接に関与した卦 こ該当する(以下に関与した製品名を記入)

製品名 サチュロ虎100mg 治顔分担医師です

製品名 デルティバ

現 施 (公財)結核予防会結核研究所企画主幹

氏 名 吉山崇

(宛 先)
〒100-8916
東京都千代田区篠が関1-2-2
取生労働省 健康局 結核感染症課
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)
oa(3595)2257 (夜間直通)

FAX 03(3506)7325 (健康局結核感染症課FAX)



(記入様式(資料件成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症謀結核部会担当 宛

(FAX番号▲03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30 年 2 月 19 日
中謙書料等の権威への配与r=ついて､以下のとおり回答する｡

伝 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

□ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

製品名.

現 職 国立病院様様甫京都病院 小児科医長

氏 名 徳永 嬢

(宛 先 )
〒100-8916
東京都千代EEl区襟が関1-2-2
厚生労働省 健康局 結核感染症課
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)
03(3595)2257 (夜間直通)

FAX 03(3506)7325 (健康局結核感染症課FAX)

(記入様式(実科作成関与者))

厚生労働省健康局結核感染症諌結核部会担当 様

(FAX番号:03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30 年 2 月 14 日
申請*料等の権威への関与について､以下のとおり回答する｡

■ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当しない

□ 申請資料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

現 職 大阪市東住吉区保健福祉センター

氏 名 有馬 和代

(宛 先 )
〒100-8916
東京都千代田区篠が関1-2-2
厚生労働省 健康局 結核感染症課
結核部会担当
電話 03(5253)1111(内線2931)
03(3595)2257 (夜間直通)

FAX 03(3506)7325 (健康局結核感染症課FAX)



(記入様式(兼料作成関与者))

JF生労舶省健康局結核感染症課結核部会担当 御中

(FAX番号■03-3506-7325)

FAX(メール)回答表

平成 30年 2 月 13 El
由Zr暮射手の作成へのⅦ与について､以下のとおり回答する.

匡 申請兼料等の作成.=密接に関与した者に該当しない

ロ 申請兼料等の作成に密接に関与した者に該当する(以下に関与した製品名を記入)

現 漉 国立感染症研究所 副所長

氏名 脇田隆字

(宛 先 )
〒100-8916
東京都千代田区tが関1-2-2
拝生労働省 健康局 結核感染症課
結核部会担当
t話 03(5253)1111(内線2931)
03(3595)2257(夜間直通)

FAX 03(3506)7325(健康局結核感染症諌FAX)




